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永
楽
八
年
の
役
と
在
外
衛
所

―
北
直
隷
の
諸
衛
を
中
心
に

―
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明
朝
第
三
代
皇
帝
永
楽
帝
が
行
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
親
征
は
、
前
後
五
回
に
わ
た
っ
て
漠
北
に
親
征
し
三
度
北
虜
を
破
っ
た
の
で
そ
れ
を
形
容
し
て
「
五

出
三
犂れ

い

」
と
い
う
。
永
楽
帝
が
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
に
最
初
の
親
征
軍
を
起
こ
し
た
の
は
、
そ
の
前
年
淇
国
公
丘
福
率
い
る
明
軍
が
モ
ン
ゴ
ル

軍
に
大
敗
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
親
征
軍
を
編
制
す
る
た
め
に
調
撥
さ
れ
た
地
方
諸
衛
の
衛
所
官
軍
は
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
二
月
末
ま
で
に

上
京
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
調
撥
の
対
象
に
な
っ
た
在
外
衛
所
の
衛
所
官
軍
は
、
南
京
の
諸
衛
、
各
地
に
封
ぜ
ら
れ
た
諸
王
の
王
府
護
衛
、
各

都
司
の
諸
衛
に
所
属
し
て
い
た
。
永
楽
帝
は
、
常
山
蛇
勢
と
い
う
べ
き
隙
や
欠
点
の
な
い
陣
立
て
で
親
征
に
臨
む
た
め
に
、
畿
内
の
親
軍
衛
・
京
衛
・

在
外
衛
所
を
親
征
軍
の
中
核
と
し
て
、
こ
れ
に
直
隷
・
山
西
・
山
東
・
陝
西
・
浙
江
・
河
南
・
遼
東
な
ど
の
在
外
衛
所
官
軍
を
組
み
込
ん
だ
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
在
外
衛
所
か
ら
調
撥
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
靖
難
の
役
後
北
直
隷
の
在
外
衛
所
か
ら
配
置
転
換
さ
れ
た
燕
王
軍
出
身
の
衛
所
官
軍

で
あ
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

後
軍
都
督
府
、
後
府
直
隷
、
大
寧
都
司
、
燕
王
軍
の
配
転
、
明
朝
档
案
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は
じ
め
に

　

明
朝
第
三
代
皇
帝
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
は
、
前
後
五
回
に
わ
た
っ
て
漠
北
に
親
征
し
三
度
北
虜
を
破
っ
た
と
し
て
「
五
出
三
犂
」

と
呼
称
さ
れ
る
が
、
そ
の
最
初
の
親
征
は
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
で
あ
っ
た
。
永
楽
帝
が
親
征
軍
を
起
こ
そ
う
と
決
意
し
た
の
は
、
そ

の
前
年
に
淇
国
公
丘
福
率
い
る
明
軍
が
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
大
敗
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
元
朝
は
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
明
軍
に
中
国
か
ら
追
わ
れ
て
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
退
い
た
。
し
か
し
順
帝
の
崩
御
後

も
そ
の
王
子
た
ち
は
な
お
大
元
の
皇
帝
を
称
し
て
、
帝
国
の
維
持
に
努
め
た
。
こ
の
時
点
で
、
北
元
の
勢
力
は
満
州
よ
り
中
央
ア
ジ
ア

ま
で
を
押
さ
え
て
、
江
南
と
華
北
を
制
覇
し
た
に
す
ぎ
な
い
明
朝
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
明
朝
と
南
北
に
対
峙
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
第
二
代
ハ
ー
ン
の
ト
グ
ス
・
テ
ム
ル
（
脱
古
思
帖
木
児
）
が
ブ
イ
ル
・
ノ
ー
ル
方
面
に
い
た
と
き
、
明
の
将
藍
玉
に
急
襲

さ
れ
て
大
敗
を
喫
し
、
西
走
の
途
中
、
ト
ラ
河
畔
で
叛
臣
イ
ェ
ス
デ
ル
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
。
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
北
元
は
壊
滅
し
、
ク
ビ
ラ
イ
裔
の
皇
統
は
一
時
的
に
断
絶
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
足
か
け
四
年
に
及
ん
で
中
国
を
混
乱
さ
せ
た
靖
難
の
役
は
、
ト
グ
ス
・
テ
ム
ル
の
死
後
、
混
乱
期
に
陥
っ
た
モ
ン
ゴ
ル

に
復
興
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
の
情
勢
は
洪
武
か
ら
永
楽
へ
の
移
行
期
に
大
き
く
変
容
し
た
の
で
あ
る
。
モ
ン

ゴ
ル
高
原
は
そ
の
中
央
に
ゴ
ビ
砂
漠
が
東
北
か
ら
西
北
に
走
り
、
東
モ
ン
ゴ
ル
と
西
モ
ン
ゴ
ル
に
分
別
さ
れ
る
。
そ
の
東
モ
ン
ゴ
ル
に

は
北
元
系
統
の
タ
タ
ー
ル
（
韃
靼
）
が
、
西
モ
ン
ゴ
ル
に
は
新
興
の
オ
イ
ラ
ト
（
瓦
剌
）
が
勢
力
を
張
り
、
二
つ
の
対
立
勢
力
が
併
存
し

て
い
た
。
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当
時
の
タ
タ
ー
ル
ハ
ー
ン
は
、
か
つ
て
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
チ
ム
ー
ル
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
い
た
ブ
ン
ヤ
シ
リ
（
本
雅
失
里
）
で
あ

る
。
チ
ム
ー
ル
亡
き
後
帰
国
し
、
ア
ル
ク
タ
イ
（
阿
魯
台
）
に
推
戴
さ
れ
た
ブ
ン
ヤ
シ
リ
は
、
明
の
招
撫
に
従
わ
ず
、
永
楽
七
年
（
一
四

〇
九
）
八
月
十
五
日
、
ケ
ル
レ
ン
川
に
お
い
て
丘
福
が
率
い
る
明
軍
を
破
っ
た）

1
（

。
翌
九
月
五
日
に
は
敗
残
の
兵
が
数
多
く
北
京
に
た
ど

り
着
き
、
明
軍
敗
北
の
様
子
を
こ
も
ご
も
具
体
的
に
報
告
し
た）

2
（

。
親
征
の
準
備
は
、
そ
の
直
後
に
は
早
く
も
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
永

楽
帝
は
敗
報
が
届
い
た
段
階
に
お
い
て
、
親
征
の
決
意
を
固
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ケ
ル
レ
ン
川
に
お
い
て
敗
北
を
喫
し
た
明
軍
の
敗
残
兵
の
多
く
が
北
京
に
帰
還
し
た
五
日
後
に
は
、
永
楽
帝
は
地
方
の
衛
所
に
対
し

て
調
撥
命
令
を
渙
発
し
て
い
る
。『
太
宗
実
録
』
永
楽
七
年
九
月
己
丑
（
二
十
日
）
の
条
に
、

永
康
侯
徐
忠
等
に
勅
し
て
、
南
京
の
各
衛
及
び
睢
陽
帰
徳
武
平
鎮
江
等
二
十
五
衛
の
步
騎
三
万
を
選
練
し
、
寧
陽
伯
陳
懋
は
陝
西

の
属
衛
及
び
慶
秦
二
王
府
護
衛
の
步
騎
万
九
千
を
選
練
し
、
江
陰
侯
吳
高
は
山
西
及
び
晋
王
府
護
衛
の
步
騎
万
五
千
を
選
練
せ
し

む
。
仍
お
中
都
留
守
司
河
南
湖
広
山
東
の
三
都
司
・
周
楚
二
王
府
の
護
衛
に
命
じ
て
步
騎
四
万
五
千
を
選
び
、
臨
洮
河
州
岷
州
西

寧
平
涼
の
諸
衛
は
善
戦
の
土
官
五
千
を
選
ば
し
む
。
そ
れ
ぞ
れ
に
鈔
を
賜
い
て
行
糧
を
給
し
、
皆
来
年
二
月
を
以
て
北
京
に
至
り

随
征
せ
し
め
ん
と
す
。

と
あ
り
、
親
征
軍
を
編
制
す
る
た
め
に
調
撥
を
命
ぜ
ら
れ
た
地
方
の
諸
衛
の
上
京
期
限
は
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
二
月
と
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
調
撥
の
対
象
に
な
っ
た
南
京
の
諸
衛
、
諸
王
の
王
府
護
衛
、
都
司
所
属
の
諸
衛
の
軍
兵
は
歩
騎
併
せ
て
「
十
一
万
四
千
」
に
な
る
。

永
楽
帝
は
、
こ
う
し
た
在
外
衛
所
の
衛
所
官
軍
と
畿
内
の
親
軍
衛
・
京
衛
・
外
衛
と
を
併
せ
て
大
軍
か
ら
な
る
親
征
軍
を
編
制
し
、
常
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山
蛇
勢
と
い
う
べ
き
隙
や
欠
点
の
な
い
陣
立
て
を
も
っ
て
親
征
に
臨
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
親
征
軍
編
制
の
た
め
に
調

撥
さ
れ
た
都
司
・
衛
所
を
具
体
的
に
記
し
た
史
料
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
上
記
の
『
太
宗
実
録
』
永
楽
七
年
九
月
己
丑
（
二
十
日
）
の

条
は
き
わ
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
史
料
は
京
師
以
外
の
地
方
の
王
府
護
衛
・
都
司
の
衛
所
に
対
し
て
渙
発
さ
れ

た
調
撥
命
令
の
一
節
で
あ
る
の
で
、
数
の
限
定
さ
れ
た
親
軍
衛
・
京
衛
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
調
撥
さ
れ
た
畿
内
諸
衛
の
具
体
的
名

を
知
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
と
い
う
弱
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
既
成
の
編
纂
史
料
に
お
い
て
も
同
様
で
、
そ
の
具
体
的
衛
所
名
を
検
出

す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
征
軍
編
制
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
、
畿
内
の
親
軍
衛
・
京
衛
・
外
衛
で
あ
る
の
で）

3
（

、

そ
の
場
合
、
北
直
隷
の
在
外
諸
衛
は
親
征
軍
編
制
上
い
か
な
る
扱
い
を
う
け
た
の
か
と
い
う
興
味
が
い
さ
さ
か
喚
起
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、『
明
朝
档
案
』
に
収
録
さ
れ
た
衛
所
官
の
世
襲
簿
『
衛
選
簿
』
に
着
目
し
、
そ
れ
を
子
細
に
み
て
い
く

こ
と
で
、
北
直
隷
所
属
の
諸
衛
を
探
り
出
し
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
お
け
る
親
征
軍
研
究
の
一
齣
と
し
た
い
。

一　

北
直
隷
の
都
司
と
そ
の
諸
衛

　

明
代
軍
事
制
度
に
お
い
て
地
方
に
設
置
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
在
外
衛
所
は
、
左
右
中
前
後
か
ら
な
る
五
軍
都
督
府
（
五
府
）
の
管
轄
下

に
置
か
れ
た
。
五
府
に
は
直
隷
す
る
衛
所
も
あ
る
が
、
圧
倒
的
多
数
の
衛
所
は
都
司
に
統
轄
さ
れ
、
そ
の
都
司
は
左
右
中
前
後
の
い
ず

れ
か
の
都
督
府
に
統
轄
さ
れ
た
。
五
府
と
都
司
と
の
関
わ
り
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、

　

左
軍
都
督
府

―
左
府
に
は
直
隷
す
る
衛
所
は
な
く
、
衛
所
は
す
べ
て
都
司
に
所
属
す
る
。
そ
れ
は
浙
江
・
遼
東
・
山
東
の
各
都
司

で
あ
る
。
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右
軍
都
督
府

―
右
府
に
は
宣
州
衛
が
直
隷
し
た
。
こ
れ
以
外
は
、
い
ず
れ
も
京
師
か
ら
遙
か
な
る
遠
隔
の
地
域
に
所
在
す
る
陝
西

都
司
・
陝
西
行
都
司
・
四
川
都
司
・
四
川
行
都
司
・
広
西
都
司
・
雲
南
都
司
・
貴
州
都
司
に
所
属
し
た
。

　

中
都
督
府

―
中
府
に
所
属
の
衛
所
は
、
本
府
に
直
隷
す
る
衛
所
と
中
都
留
守
司
所
属
と
河
南
都
司
所
属
と
に
分
か
れ
た
。
ち
な
み

に
、
中
都
留
守
司
に
所
属
す
る
衛
所
は
、
鳳
陽
衛
・
鳳
陽
中
衛
・
鳳
陽
右
衛
・
留
守
左
衛
、
長
淮
衛
、
懐
遠
衛
、
洪
塘
千
戸
所
で
あ
る
。

　

前
軍
都
督
府

―
前
府
に
お
い
て
は
九
江
衛
一
衛
の
み
が
直
隷
す
る
。
ほ
か
は
す
べ
て
湖
広
都
司
・
湖
広
行
都
司
・
福
建
都
司
・
福

建
行
都
司
・
江
西
都
司
・
広
東
都
司
に
所
属
し
た
。
の
ち
に
興
都
留
守
司
が
加
わ
る
が
、
こ
れ
は
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
が
行
わ
れ

た
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
当
時
に
は
、
未
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
設
置
は
世
宗
嘉
靖
帝
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
嘉
靖
帝
は

後
嗣
の
な
か
っ
た
武
宗
正
徳
帝
が
崩
御
す
る
と
、
外
藩
興
王
府
か
ら
入
り
即
位
し
た
が
、
嘉
靖
十
年
（
一
五
三
一
）、
興
王
府
の
あ
っ
た

安
陸
州
を
昇
格
さ
せ
て
承
天
府
と
し
、
そ
れ
を
興
都
と
呼
称
し
た
。
こ
れ
以
後
興
都
と
い
う
呼
称
が
通
行
し
た
。
そ
の
八
年
後
の
嘉
靖

十
八
年
（
一
五
三
九
）
に
は
、
こ
こ
に
興
都
留
守
司
を
置
き
、
顕
陵
衛
・
承
天
衛
（
安
陸
衛
を
改
称
）
を
統
轄
、
顕
陵
を
守
護
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

　

後
軍
都
督
府

―
後
府
に
は
直
隷
す
る
衛
所
の
ほ
か
、
大
寧
都
司
・
万
全
都
司
・
山
西
都
司
・
山
西
行
都
司
の
よ
う
に
京
師
に
近
い

地
域
に
都
司
が
設
置
さ
れ
た
。
た
だ
万
全
都
司
の
設
置
は
宣
徳
五
年
（
一
四
三
〇
）
六
月
の
こ
と
で
あ
り）

4
（

、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の

時
点
で
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
万
全
都
司
設
置
以
後
そ
の
所
属
と
な
っ
た
諸
衛
は
、
そ
れ
ま
で
後
軍
都
督
府
に
直
隷
し
て
い

た
の
で
、
後
府
直
隷
と
大
寧
都
司
・
山
西
都
司
・
山
西
行
都
司
所
属
の
諸
衛
の
総
数
は
多
数
に
上
る
。

　

以
上
、
五
府
と
都
司
と
の
関
係
に
ふ
れ
た
が
、
上
記
『
太
宗
実
録
』
永
楽
七
年
九
月
己
丑
（
二
十
日
）
の
条
に
関
し
て
都
司
と
衛
所
関

係
で
捉
え
直
す
と
、
ま
ず
都
司
と
し
て
は
、
陝
西
都
司
・
山
西
都
司
・
中
都
留
守
司
・
河
南
都
司
・
湖
広
都
司
・
山
東
都
司
の
名
が
挙
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が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
衛
所
と
し
て
は
、
睢
陽
・
帰
徳
・
武
平
・
鎮
江
・
臨
洮
・
河
州
・
岷
州
・
西
寧
・
平
涼
の
諸
衛
が
み

え
る
。

　

 

こ
れ
ら
の
諸
衛
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
し
て
い
る
都
司
を
み
る
と
、
睢
陽
衛
は
中
府
河
南
都
司
、
帰
徳
衛
・
武
平
衛
・
鎮
江
衛
は
中
府

に
直
隷
、
臨
洮
衛
・
河
州
衛
・
岷
州
衛
は
右
府
陝
西
都
司
、
西
寧
衛
は
右
府
陝
西
行
都
司
、
平
涼
衛
は
右
府
陝
西
都
司
の
所
属
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
衛
は
、
上
記
永
楽
帝
の
動
員
令
中
に
み
え
る
陝
西
都
司
・
山
西
都
司
・
中
都
留
守
司
・
河
南
都
司
・
湖
広
都
司
・
山
東
都

司
に
加
え
て
陝
西
行
都
司
、
中
府
に
直
隷
す
る
衛
所
を
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
後
府
に
所
属
す
る
山
西
都
司
へ
の
言
及
は
あ
る
も
の
の
、

後
府
に
直
隷
す
る
諸
衛
と
大
寧
都
司
に
所
属
す
る
諸
衛
の
名
は
全
く
み
い
だ
せ
な
い
。
そ
れ
を
探
り
出
す
の
が
本
稿
の
目
的
と
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
後
論
に
備
え
て
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
時
点
に
お
け
る
後
府
所
属
の
諸
衛
の
名
称
を
す
べ
て
提
示
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　

Ａ　

後
府
直
隷
の
諸
衛

薊
州
衛
・
通
州
左
衛
・
通
州
右
衛
・
神
武
中
衛
・
遵
化
衛
・
興
州
左
屯
営
・
興
州
右
屯
営
・
興
州
中
屯
営
・
興
州
前
屯
営
・
興
州

後
屯
営
・
密
雲
中
衛
・
密
雲
後
衛
・
開
平
中
屯
衛
・
涿
鹿
衛
・
涿
鹿
左
衛
・
鎮
朔
衛
・
武
清
衛
・
忠
義
中
衛
・
瀋
陽
中
屯
衛
・
大

同
中
屯
衛
・
天
津
衛
・
天
津
左
衛
・
天
津
右
衛
・
定
州
衛
・
定
辺
衛
・
真
定
衛
・
永
平
衛
・
山
海
衛
・
盧
龍
衛
・
撫
寧
衛
・
東
勝

左
衛
・
東
勝
右
衛
・
隆
慶
衛
・
宣
府
左
衛
・
宣
府
右
衛
・
宣
府
前
衛
・
万
全
左
衛
・
万
全
右
衛
・
懐
安
衛
・
保
安
右
衛
・
隆
慶
右

衛
・
隆
慶
左
衛
・
永
寧
衛
・
美
峪
所

　

Ｂ　

大
寧
都
司
所
属
の
諸
衛
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保
定
左
衛
・
保
定
右
衛
・
保
定
中
衛
・
保
定
前
衛
・
保
定
後
衛
・
営
州
左
屯
営
・
営
州
後
屯
営
・
営
州
前
屯
営
・
営
州
右
屯
営
・

営
州
中
屯
営
・
茂
山
衛

　

以
上
の
Ａ
・
Ｂ
に
掲
出
し
た
衛
所
名
は
、
牛
平
漢
編
著
『
明
代
政
区
沿
革
綜
表
』（
中
国
地
図
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
の
「
後
軍
都
督

府
属
京
師
（
北
直
隷
）
在
外
衛
所
」・「
大
寧
都
指
揮
使
司
」
に
依
拠
し
た
。
こ
の
『
明
代
政
区
沿
革
綜
表
』
は
洪
武
初
年
か
ら
明
朝
末
ま

で
の
地
方
政
区
の
建
置
・
裁
幷
・
徙
治
・
異
名
・
旧
属
な
ど
の
記
録
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
府
州
県
や
衛
所
に
つ
い
て
の
個
々
の
変

遷
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
便
利
な
工
具
書
で
あ
る
が
、
衛
所
に
限
っ
て
い
え
ば
、
宣
徳
五
年
（
一
四
三
〇
）
六
月
に
設
置
さ
れ
た
万

全
都
司
所
属
の
諸
衛
は
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
時
点
で
の
そ
の
配
置
状
況
を
直
截
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
、

北
直
隷
諸
衛
の
配
置
状
況
を
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
時
の
状
態
に
復
原
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
Ａ
に
み
え
る
「
宣
府

左
衛
・
宣
府
右
衛
・
宣
府
前
衛
・
万
全
左
衛
・
万
全
右
衛
・
懐
安
衛
・
保
安
右
衛
・
隆
慶
右
衛
・
隆
慶
左
衛
・
永
寧
衛
・
美
峪
所
」
は

万
全
都
司
の
設
置
に
よ
っ
て
後
府
直
隷
か
ら
万
全
都
司
へ
配
置
転
換
さ
れ
た
衛
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
万
全
都
司
所
属
の
諸
衛

を
後
府
直
隷
に
戻
し
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
以
後
に
設
置
さ
れ
た
諸
衛
は
捨
象
し
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
時
点
に
お
け
る
北
直

隷
諸
衛
の
配
置
状
況
を
復
原
し
た
の
が
、
以
上
の
Ａ
・
Ｂ
で
あ
る）

5
（

。

二　

北
直
隷
の
諸
衛
と
永
楽
八
年
の
役

　

本
章
で
は
前
章
の
Ａ
・
Ｂ
に
み
え
る
衛
所
名
を
物
差
し
と
し
て
、『
明
朝
档
案
』
収
録
の
衛
選
簿
か
ら
逐
一
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
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の
役
に
関
わ
っ
た
北
直
隷
の
在
外
衛
所
の
衛
所
官
名
を
探
り
出
し
、
以
下
、
そ
の
軍
歴
を
衛
選
簿
の
記
述
に
沿
っ
て
概
言
す
る
こ
と
に

す
る
。

　

01　

亦
禿
帖
木
児
（『
明
朝
档
案
』
第
五
〇
冊
、『
金
吾
右
衛
選
簿
』
盛
朝
輔
の
条
、
五
一
四
頁
）

　

宝
坻
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
長
吉
帖
木
児
は
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
に
帰
付
し
、
薊
州
衛
総
旗
に
充
て
ら
れ
た
。
同
三
十
二

年
（
一
三
九
九
）
靖
難
の
役
が
始
ま
る
と
、
鄭
村
垻
・
済
南
・
滄
州
・
西
水
寨
の
各
会
戦
で
活
躍
し
薊
州
衛
指
揮
同
知
に
陞
進
し
た

が
、
同
三
十
四
年
（
一
四
〇
一
）
十
二
月
肥
（
淝
）
河
の
戦
い
で
陣
亡
し
た
。
そ
の
薊
州
衛
指
揮
同
知
を
襲
い
だ
嫡
長
男
の
亦
禿
帖

木
児
は
、
靖
難
の
役
が
終
息
す
る
と
、
薊
州
衛
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
阿
魯
台
を
殺
敗
し
た
功

で
河
南
都
司
の
都
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

※
長
吉
帖
木
児
が
帰
付
し
た
年
次
は
、
原
文
で
は
「
洪
武
□
十
年
」
に
作
り
、
一
字
空
白
が
あ
る
。
同
条
の
二
輩
亦
禿
帖
木
児

の
項
に
、「
父
、
洪
武
二
十
年
納
哈
出
帰
付
赴
京
、
充
薊
州
衛
総
旗
」
と
あ
り
、
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
に
お
け
る
納
哈
出
の

明
軍
へ
の
投
降
・
帰
付
に
随
行
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、「
□
十
年
」
は
剝
離
に
よ
る
空
白
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

　

※
亦
禿
帖
木
児
が
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
後
に
陞
進
し
た
都
指
揮
僉
事
が
ど
こ
の
都
司
で
あ
っ
た
か
は
原
文
に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、『
太
宗
実
録
』
永
楽
八
年
八
月
丙
辰
（
二
十
二
日
）
の
条
に
、「
薊
州
衛
指
揮
使
亦
禿
帖
木
児
・
楊
安
・
北
斗
奴
、
俱

為
河
南
都
指
揮
僉
事
」
と
み
え
る
こ
と
で
河
南
都
司
と
特
定
で
き
る
。

　

02　

高
斌
完
者
禿
（
同
右
書
、
高
錦
の
条
、
五
二
〇
頁
）

　

三
河
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
父
の
桑
赤
は
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
に
軍
士
に
充
て
ら
れ
、
同
二
十
三
年
（
一
三
九
〇
）
小
旗
に

陞
進
し
た
。
靖
難
の
役
が
起
こ
る
と
、
済
南
・
滄
州
・
西
水
寨
の
各
会
戦
で
の
軍
功
で
指
揮
僉
事
ま
で
陞
進
し
た
。
し
か
し
、
同



永楽八年の役と在外衛所

― 9 ―

三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
靖
難
の
役
の
終
盤
に
起
き
た
小
河
の
会
戦
で
陣
亡
し
た
の
で
、
子
の
高
斌
完
者
禿
が
跡
を
襲
い
で
燕
王
軍

に
加
わ
り
、
金
川
門
の
会
戦
に
勝
利
す
る
と
、
密
雲
衛
指
揮
同
知
に
陞
進
し
た
。
の
ち
に
密
雲
中
衛
に
配
置
換
え
に
な
っ
た
。
永

楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
に
は
迤
北
に
征
進
し
静
虜
衛
で
胡
寇
を
殺
敗
し
た
功
で
密
雲
中
衛
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。

　

※
密
雲
衛
は
『
明
史
』
巻
九
〇
、
兵
志
二
、
衛
所
、
北
平
郡
司
に
、「
密
雲
衛
、
の
ち
に
密
雲
後
衞
と
為
し
、
後
府
に
属
す
」
と

あ
り
、
洪
武
以
後
靖
難
の
役
終
息
以
前
に
は
後
軍
都
督
府
北
平
都
司
所
属
で
あ
っ
た
。

　

※
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
、「
静
虜
衛
に
征
進
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
静
虜
衛
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
と
文
字
の
似

た
衛
は
右
軍
都
督
府
陝
西
都
司
に
所
属
す
る
靖
虜
衛
が
あ
る
が
、
本
衛
の
設
置
は
正
統
元
年
（
一
四
三
六
）
十
二
月
の
こ
と
で
あ

り
）
6
（

、
靖
虜
衛
が
静
虜
衛
と
誤
写
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
全
く
な
い
。
と
す
る
と
、
静
虜
衛
は
た
と
え
ば
、『
明
史
』
巻
三
二
七
、

外
国
八
、
韃
靼
伝
に
、「
明
年
（
永
楽
八
年
の
こ
と
）、
帝
自
ら
五
十
万
の
衆
を
将
て
出
塞
す
。
本
雅
失
里
之
を
聞
き
懼
れ
、
阿
魯
台

と
俱
に
西
せ
ん
こ
と
を
欲
す
も
、
阿
魯
台
従
わ
ず
、
衆
潰
散
し
、
君
臣
始
め
て
各
そ
れ
部
と
為
す
。
本
雅
失
里
は
西
奔
し
、
阿
魯

台
は
東
奔
す
。
帝
、
斡
難
河
に
追
及
し
、
本
雅
失
里
拒
戦
す
。
帝
の
麾
兵
奮
擊
し
、
一
呼
し
て
之
を
敗
る
。
本
雅
失
里
、
輜
重
孳

畜
を
棄
て
、
七
騎
を
以
て
遁
る
。
斡
難
河
は
元
の
太
祖
始
興
の
地
な
り
。
師
を
班
し
て
静
虜
鎮
に
至
る
。
阿
魯
台
に
偶
い
、
帝
、

之
に
諭
し
て
降
ら
し
む
。
阿
魯
台
来
る
こ
と
を
欲
す
も
、
衆
不
可
と
し
、
遂
に
戦
う
。
帝
、
精
騎
を
率
い
て
大
呼
し
て
衝
擊
し
、

矢
の
下
る
こ
と
注
く
が
如
し
。
阿
魯
台
、
馬
よ
り
墜
ち
、
遂
に
大
敗
す
。
百
余
里
を
追
奔
し
乃
ち
還
る
。
冬
、
阿
魯
台
の
使
い
来

り
て
馬
を
貢
ず
、
帝
之
を
納
む
」
と
あ
る
記
事
に
み
え
る
静
虜
鎮
を
誤
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る）

7
（

。

　

03　

戚
完
者
禿
（
同
右
書
、
戚
世
宰
の
条
、
五
四
四
頁
）

　

金
山
の
人
。
兄
曲
列
児
は
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
軍
士
に
充
て
ら
れ
た
。
同
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
に
靖
難
の
役
が
起
こ
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る
と
、
鄭
村
垻
・
済
南
・
西
水
寨
・
京
師
平
定
の
各
会
戦
に
お
い
て
軍
功
を
挙
げ
た
が
、
そ
の
直
後
に
死
去
し
た
。
そ
の
た
め
永

楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
も
う
一
人
の
兄
察
罕
台
が
興
州
中
屯
衛
正
千
戸
を
襲
い
だ
。
そ
し
て
、
同
七
年
（
一
四
〇
九
）
に
お
け
る

丘
福
の
モ
ン
ゴ
ル
遠
征
軍
に
組
み
込
ま
れ
て
征
進
し
た
が
陣
没
し
た
。
察
罕
台
の
親
弟
で
あ
る
戚
完
者
禿
が
そ
の
跡
を
襲
ぎ
、
同

八
年
（
一
四
一
〇
）
の
永
楽
帝
の
親
征
で
は
阿
魯
台
を
殺
敗
し
て
回
還
し
た
。
し
か
し
凱
旋
後
の
陞
進
は
な
く
、
興
州
中
屯
衛
正
千

戸
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

04　

宣
亦
禿
不
花
（
同
右
書
、
宣
秉
彜
の
条
、
五
五
六
頁
）

　

三
河
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
父
の
宣
隠
荅
戸
は
も
と
金
山
の
達
軍
。
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
に
帰
付
、
薊
州
衛
の
軍
士
に
撥

充
さ
れ
た
。
燕
王
が
挙
兵
す
る
と
、
同
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
に
は
済
南
の
会
戦
の
後
小
旗
に
陞
進
し
、
以
後
藁
城
、
金
川
門
の

各
会
戦
の
軍
功
で
、
靖
難
の
役
が
終
息
す
る
と
、
営
州
中
屯
衛
正
千
戸
に
陞
進
し
た
。
し
か
し
、
宣
隠
荅
戸
は
永
楽
五
年
（
一
四

〇
七
）
に
死
没
し
た
の
で
、
嫡
長
男
の
宣
亦
禿
不
花
が
父
の
衛
所
官
職
を
世
襲
し
た
。
そ
し
て
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
に
は
迤

北
に
征
し
、
本
雅
失
里
・
阿
魯
台
を
殺
敗
し
て
営
州
中
屯
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

※
金
山
の
達
軍
と
は
モ
ン
ゴ
ル
の
軍
士
の
こ
と
で
あ
る）

8
（

。

　

05　

高
成
（
同
右
書
、
高
麒
の
条
、
五
八
五
頁
）

　

三
河
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
兄
の
桑
赤
児
は
洪
武
二
十
三
年
帰
付
、
薊
州
衛
の
軍
士
に
充
て
ら
れ
、
の
ち
小
旗
に
陞
進
し
た
。
靖

難
の
役
が
始
ま
る
と
、
済
南
・
東
昌
・
西
水
寨
の
各
会
戦
を
経
て
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
が
、
同
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
小
河
の

会
戦
で
陣
亡
し
た
。
そ
の
跡
を
襲
い
だ
親
弟
高
成
は
金
川
門
の
会
戦
に
参
加
し
、
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
密
雲
衛
指
揮
同
知
に
陞

進
し
た
。
同
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
お
い
て
は
静
虜
鎮
に
お
い
て
功
が
有
り
、
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。
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※
同
右
書
、
高
麒
の
条
の
三
輩
高
貴
の
項
に
よ
る
と
、「
永
楽
十
五
年
十
一
月
、
高
貴
、
密
雲
中
衛
故
世
襲
指
揮
使
高
斌
完
者
禿

の
親
弟
に
係
る
」
と
み
え
る
。
高
麒
の
条
に
記
さ
れ
た
「
外
黄
査
有
」
下）

9
（

の
記
述
で
は
、「
高
成
、
旧
名
完
者
禿
」
と
あ
る
の
で
、

高
成
と
高
斌
と
は
同
一
人
物
と
み
な
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
の
で
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
の
後
、
高
成
（
高
斌
）
は
密
雲

衛
か
ら
密
雲
中
衛
（
後
府
直
隷
）
に
配
置
転
換
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
文
の
「
静
虜
鎮
有
功
、
陞
指
揮
使
」
と
い

う
文
言
の
指
揮
使
と
は
密
雲
中
衛
指
揮
使
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

06　

鄭
原
（『
明
朝
档
案
』
第
五
一
冊
、『
燕
山
左
衛
選
簿
』、
鄭
勲
の
条
、
三
四
三
頁
）

　

銭
塘
県
（
浙
江
）
の
人
。
も
と
燕
山
左
衛
軍
の
劉
真
の
義
男
で
余
丁
で
あ
っ
た
。
燕
王
が
挙
兵
す
る
と
、
済
南
・
西
水
寨
・
金

川
門
の
各
会
戦
に
お
け
る
軍
功
で
鎮
朔
衛
百
戸
に
陞
進
し
た
。
そ
し
て
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
お
い
て
は
、
迤
北
に
征

進
し
て
死
没
し
た
の
で
、
嫡
長
男
の
鄭
福
が
翌
永
楽
九
年
（
一
四
一
一
）
に
鎮
朔
衛
百
戸
を
世
襲
し
た
。

　

07　

張
興
（『
明
朝
档
案
』
第
五
四
冊
、『
瀋
陽
右
衛
選
簿
』、
張
勲
の
条
、
三
三
三
頁
）

　

定
興
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
洪
武
三
十
四
年
（
一
四
〇
一
）
に
招
募）
10
（

に
応
じ
て
燕
王
軍
に
組
み
込
ま
れ
、
総
旗
に
充
て
ら
れ
た
。
洪

武
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
が
南
京
城
が
陥
落
す
る
と
、
保
定
後
衛
百
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
迤
北

に
征
進
し
、
後
病
故
し
た
。
そ
の
た
め
嫡
長
男
の
張
秉
が
同
衛
の
百
戸
職
を
世
襲
し
た
。

　

08　

趙
旺
（『
明
朝
档
案
』
第
六
二
冊
、『
帰
徳
衛
選
簿
』
趙
滂
の
条
、
一
一
頁
）

　

遵
化
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
洪
武
二
年
（
一
三
六
九
）
従
軍
、
同
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
総
旗
に
陞
進
す
る
と
、
百
戸
・
正
千
戸

と
続
け
て
陞
進
し
、
同
三
十
五
年
（
一
四
〇
二
）
東
阿
・
汶
上
な
ど
の
と
こ
ろ
で
の
軍
功
を
も
っ
て
永
平
衛
の
指
揮
同
知
に
陞
進
し

た
。
そ
し
て
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
胡
寇
阿
魯
台
を
殺
敗
す
る
功
有
り
永
平
衛
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。
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09　

張
発
道
（
同
右
書
、『
皇
陵
衛
選
簿
』
張
瑫
の
条
、
一
八
三
頁
）

　

滑
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
旧
名
閙
児
。
洪
武
十
八
年
（
一
三
八
五
）
小
旗
、
同
三
十
三
年
（
一
四
〇
〇
）
総
旗
に
陞
進
。
靖
難
の
役

期
に
は
西
水
寨
・
金
川
門
の
各
会
戦
の
軍
功
を
も
っ
て
真
定
衛
正
千
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
お
い
て

は
、
胡
寇
阿
魯
台
を
殺
敗
す
る
功
が
有
り
真
定
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

10　

陸
栄
（
同
右
書
、『
懐
遠
衛
選
簿
』
陸
和
の
条
、
三
一
六
頁
）

　

安
丘
県
（
山
東
）
の
人
。
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
充
軍
。
燕
王
挙
兵
後
は
真
定
・
鄭
村
垻
・
白
溝
河
・
西
水
寨
・
金
川
門
の
各

会
戦
の
軍
功
で
、
靖
難
の
役
が
終
息
す
る
と
、
密
雲
中
衛
の
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
阿
魯
台
を

殺
敗
す
る
功
が
有
り
、
山
東
都
司
都
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

11　

朱
成
（『
明
朝
档
案
』
第
六
四
冊
、『
福
州
右
衛
選
簿
』
朱
正
色
の
条
、
二
八
四
頁
）

　

海
州
（
南
直
隷
）
の
人
。
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
に
衛
所
軍
に
入
れ
ら
れ
た
義
父
郭
得
中
の
死
後
、
そ
の
跡
を
襲
い
だ
。
靖
難

の
役
で
は
真
定
・
鄭
村
垻
・
済
南
・
西
水
寨
・
金
川
門
の
各
会
戦
に
お
い
て
軍
功
が
あ
り
、
密
雲
中
衛
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。
そ

し
て
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
阿
魯
台
を
殺
敗
し
山
東
都
司
都
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

12　

司
成
（『
明
朝
档
案
』
第
六
五
冊
、『
興
武
衛
選
簿
』
司
昇
の
条
、
一
九
〇
頁
）

　

鳳
陽
府
（
南
直
隷
）
定
遠
県
の
人
。
父
の
司
黒
厮
は
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
に
帰
付
し
、
翌
年
に
は
総
旗
に
陞
進
し
た
が
、
同

二
十
九
年
（
一
三
九
六
）
老
疾
の
た
め
、
司
成
が
総
旗
に
補
さ
れ
た
。
司
成
は
燕
王
が
挙
兵
す
る
と
、
鄭
村
垻
・
済
南
・
藁
城
・
金

川
門
の
軍
功
を
も
っ
て
永
平
衛
指
揮
同
知
に
累
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
胡
寇
を
殺
敗
す
る
功
に
よ
っ
て
指
揮

使
に
陞
進
し
た
。
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13　

高
興
（
同
右
書
、
焦
鋭
の
条
、
二
〇
七
頁
）

　

撫
寧
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
父
塔
剌
海
は
、
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
に
帰
付
し
永
平
衛
軍
に
編
充
さ
れ
た
。
靖
難
の
役
が
起

こ
る
と
、
済
南
・
滄
州
・
東
昌
の
各
会
戦
に
参
加
し
、
東
昌
の
会
戦
で
陣
亡
し
た
。
そ
の
跡
を
襲
い
だ
高
興
は
同
三
十
四
年
（
一

四
〇
一
）
に
は
西
水
寨
に
て
戦
い
、
翌
年
に
は
長
江
を
渡
江
し
金
川
門
の
会
戦
で
陞
進
し
、
山
海
衛
の
百
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽

八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
沙
漠
の
玄
冥
河
に
征
進
、
本
雅
失
里
・
胡
寇
阿
魯
台
を
殺
敗
し
山
海
衛
副
千
戸
に
陞
進
し
た
。

　

※
親
征
軍
が
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
際
し
て
征
進
し
た
玄
冥
河
は
、
王
圻
の
『
続
文
献
通
考
』
巻
一
三
、 

田
賦
考
一
三
、

河
渠
下
、
外
夷
、
韃
靼
に
、「
玄
冥
河　

旧
名
斡
難
河
」
と
み
え
、
斡
難
河
が
改
名
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
改
名
は
、『
太

宗
実
録
』
永
楽
八
年
五
月
壬
午
（
十
六
日
）
の
条
に
、「
五
原
峯
に
駐
蹕
す
。
都
督
薛
禄
に
命
じ
て
斡
難
河
の
山
川
を
祭
り
、
名
玄

冥
河
を
賜
う
」
と
あ
り
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
の
最
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
玄
冥
河
と
改
名
さ
れ
た
斡
難
河
は
、
中
国
史

料
で
は
鄂
諾
河
・
鄂
嫩
河
・
敖
嫩
河
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
河
川
は
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
東
部
を
流
れ
る
オ
ノ
ン
川
で

あ
る
。
前
掲
『
明
史
』
韃
靼
伝
に
は
「
斡
難
河
は
、
元
太
祖
の
始
め
て
興
る
地
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

14　

張
林
（『
明
朝
档
案
』
第
六
五
冊
、『
大
寧
中
衛
選
簿
』、
張
子
中
の
条
、
二
九
四
頁
）

　

香
河
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
旧
名
は
道
馿
、
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
薊
州
衛
総
旗
に
充
て
ら
れ
る
。
同
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）

に
燕
王
が
挙
兵
す
る
と
、
雄
県
・
済
南
・
西
水
寨
・
金
川
門
の
各
会
戦
の
軍
功
を
も
っ
て
指
揮
同
知
に
陞
進
し
、
永
楽
八
年
（
一

四
一
〇
）
の
役
の
際
に
は
静
虜
鎮
に
お
い
て
功
が
有
り
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。

　

※
二
輩
張
信
の
項
に
よ
る
と
、
長
男
の
張
信
が
張
林
の
老
疾
の
た
め
に
指
揮
使
を
世
襲
す
る
と
親
軍
衛
の
金
吾
右
衛
に
併
合
さ

れ
て
い
る
が
、
張
林
が
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
後
に
陞
進
し
た
指
揮
使
と
は
、
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
に
総
旗
に
充
て
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ら
れ
た
薊
州
衛
の
指
揮
使
で
あ
ろ
う
。

　

15　

王
義
那
那
哈
（
同
右
書
、
王
挙
の
条
、
二
九
八
頁
）

　

宛
平
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
父
王
観
童
は
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
帰
付
、
永
平
衛
指
揮
同
知
に
除
せ
ら
れ
た
が
、
翌
年
に
は

都
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
て
い
る
。
王
観
童
が
永
楽
三
年
（
一
四
〇
五
）
に
病
故
す
る
と
、
嫡
長
男
の
王
義
那
那
哈
が
跡
を
襲
ぐ
が
、

都
指
揮
僉
事
は
一
代
限
り
の
流
官
で
あ
る
の
で
、
永
平
衛
指
揮
同
知
を
世
襲
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
胡
寇
を
殺

敗
し
永
平
衛
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。

　

※
王
観
童
が
将
帥
と
し
て
二
十
四
年
間
過
ご
し
た
期
間
に
挟
ま
れ
た
靖
難
の
役
期
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
全
く
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が

な
い
。
王
義
那
那
哈
が
世
襲
し
た
の
は
永
平
衛
指
揮
同
知
で
あ
る
の
で
、
王
観
童
の
衛
籍
は
永
平
衛
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
故
、
少
し
も
靖
難
の
役
の
事
蹟
に
関
わ
る
記
事
が
な
い
の
は
奇
異
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
靖
難
の
役
の
際
に
燕
王
軍
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
建
文
政
府
軍
で
あ
っ
た
の
か
を
識
別
す
る
指
標
と
な
る
新
官
・
旧
官
シ
ス
テ
ム
を
適
用
し
そ
れ
を
窺
見
す

る
こ
と
に
す
る
。
靖
難
の
役
が
終
息
し
、
永
楽
政
権
が
発
足
す
る
と
、「
武
職
新
旧
官
襲
替
法
」
が
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
発

布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
洪
武
三
十
二
（
一
三
九
九
）―
三
五
年
（
一
四
〇
二
）
に
お
け
る
靖
難
の
役
（
奉
天
征
討
）
に
お
い
て
、

燕
王
の
麾
下
と
し
て
活
躍
し
た
衛
所
官
は
新
官
、
洪
武
三
十
一
年
（
一
三
九
八
）
以
前
な
ら
び
に
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
以
後
に

功
労
あ
る
衛
所
官
は
旧
官
と
分
断
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
衛
所
官
の
子
孫
の
優
給
や
襲
職
年
齢
・
比
試
の
有
無
、
職
官
を
継
承
す

る
男
子
が
い
な
い
と
き
の
本
人
、
あ
る
い
は
妻
子
な
ど
へ
の
優
養
制
の
施
行
に
際
し
て
は
新
官
と
旧
官
と
で
は
、
そ
の
処
遇
に
大

差
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
上
記
『
大
寧
中
衛
選
簿
』、
王
挙
の
条
に
は
優
給
舎
人
に
関
わ
る
記
事
は
一
件
も
な
い
が
、
幸
い
な

こ
と
に
跡
継
ぎ
が
お
ら
ず
故
絶
し
た
衛
所
官
の
家
を
対
象
に
し
た
優
養
制
度
に
関
わ
る
記
事
と
し
て
、
九
輩
王
相
の
項
の
欄
外
に
、
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「
万
暦
十
二
年
四
月
、
王
二
姐
、
年
九
歳
、
宛
平
県
の
人
、
大
寧
中
衛
故
指
揮
同
知
王
挙
の
親
女
、
戸
に
承
襲
す
る
の
人
無
し
、
例

に
照
ら
し
て
月
ご
と
に
俸
五
石
を
与
え
て
優
養
し
十
四
歳
も
て
之
を
住
む
」
と
あ
る
。
王
観
童
の
子
孫
は
、
永
平
衛
↓
武
成
後
衛）
11
（

↓
大
寧
中
衛
と
移
衛
し
て
い
る
が
、
王
二
姐
の
実
父
王
挙
は
大
寧
中
衛
指
揮
同
知
で
あ
っ
た
が
、
男
子
の
跡
継
ぎ
が
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
実
の
娘
の
王
二
姐
が
経
済
的
に
困
窮
し
な
い
よ
う
に
優
養
さ
れ
、
九
歳
の
と
き
か
ら
十
四
歳
に
な
る
ま
で
毎
月
米
五
石

が
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
永
楽
以
降
の
優
養
制
度
で
は
、
旧
官
の
娘
へ
の
支
給
は
十
四
歳
ま
で
、
新
官
の
娘
は
結
婚
ま
で
と
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
王
挙
は
旧
官
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
祖
王
観
童
は
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
以
後
、
旧
官
の
枠

に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）
12
（

。
た
し
か
に
王
観
童
は
永
平
衛
の
指
揮
同
知
で
あ
り
、
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
に
都
指
揮

僉
事
に
陞
進
し
た
。
都
指
揮
僉
事
は
ど
こ
の
都
司
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
都
司
は
靖
難
の
役
期
に
は
建
文
政
府
軍
に

付
し
た
か
、
そ
れ
と
も
無
縁
で
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
燕
王
軍
に
加
わ
っ
た
永
平
衛
に
衛
籍
が
あ
り
な
が
ら
、

王
観
童
の
子
孫
が
旧
官
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
理
由
と
思
量
さ
れ
る
。
な
お
、
王
観
童
が
病
没
し
た
永
楽
三
年
（
一
四
〇
五
）
の
出
来

事
と
し
て
、『
太
宗
実
録
』
永
楽
三
年
十
一
月
己
酉
（
十
七
日
）
の
条
に
、「
故
都
指
揮
僉
事
王
観
童
の
子
忠
に
命
じ
て
金
吾
前
衛
指

揮
僉
事
を
襲
が
し
む
」
と
み
え
る
。
名
前
は
同
じ
で
は
あ
る
が
、
世
襲
者
の
姓
名
・
世
襲
の
衛
所
名
は
と
も
に
王
観
童
の
嫡
長
男

王
義
那
那
哈
の
事
例
と
相
異
し
て
い
る
の
で
、
同
名
異
人
な
の
で
あ
ろ
う）
13
（

。

　

16　

陳
貴
（『
明
朝
档
案
』
第
六
六
冊
、『
富
峪
衛
選
簿
』
陳
淮
の
条
、
二
七
頁
）

　

懐
遠
県
（
南
直
隷
）
の
人
。
旧
名
真
保
。
父
陳
留
児
は
甲
辰
年
（
一
三
六
四
）
に
帰
付
し
、
洪
武
二
年
（
一
三
六
九
）
永
平
衛
に
調

さ
れ
、
同
九
年
（
一
三
七
六
）
小
旗
に
選
充
さ
れ
た
。
そ
の
死
後
、
陳
貴
が
補
役
さ
れ
、
洪
武
三
十
三
年
（
一
四
〇
〇
）
以
後
、
済

南
・
西
水
寨
・
金
川
門
の
各
会
戦
の
軍
功
に
よ
っ
て
永
平
衛
正
千
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
際
は
胡
寇
征
勦
に
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功
有
り
永
平
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

17　

潘
美
（
同
右
書
、『
忠
義
前
衛
選
簿
』
潘
潤
の
条
、
二
〇
七
頁
）

　

高
麗
の
人
。
父
の
潘
咬
住
は
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
帰
付
し
、
会
州
衛
の
百
戸
に
除
せ
ら
れ
、
翌
年
に
は
大
寧
衛
に
調
さ

れ
た
。
そ
の
後
老
の
た
め
嫡
長
男
の
潘
美
が
替
っ
て
百
戸
と
な
っ
た
。
潘
美
は
同
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
に
営
州
左
護
衛
に
調
さ

れ
、
靖
難
の
役
が
始
ま
る
と
、
済
南
・
西
水
寨
・
京
師
平
定
の
各
会
戦
の
軍
功
に
よ
っ
て
営
州
左
護
衛
指
揮
同
知
に
陞
進
し
た
が
、

の
ち
に
隆
慶
左
衛
に
移
衛
さ
れ
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
阿
魯
台
攻
略
の
功
で
隆
慶
左
衛
指
揮
使
に
陞
進
し
た
。

　

※
大
寧
衛
は
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
八
月
二
十
四
日
に
設
置
さ
れ
た
が
（『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
年
八
月
辛
未
の
条
）、
同
年
九

月
に
左
右
中
の
三
衛
に
分
置
さ
れ
、
つ
い
で
ま
た
前
後
二
衛
が
置
か
れ
、
同
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
四
月
に
は
、
大
寧
王
朱
権

（
太
祖
第
一
七
子
）
の
之
国
に
伴
い
、
営
州
左
・
右
・
中
の
三
護
衛
に
改
編
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
に
削
除
さ

れ
た
（『
明
史
』
巻
四
十
、
地
理
志
、
京
師
、
北
平
行
都
指
揮
使
司
）。
し
た
が
っ
て
、
潘
美
の
所
属
が
大
寧
衛
か
ら
洪
武
二
十
八
年
（
一

三
九
五
）
に
営
州
左
護
衛
に
変
わ
っ
た
の
は
他
衛
か
ら
の
移
衛
で
は
な
く
、
大
寧
衛
自
体
が
幾
度
も
改
編
さ
れ
て
営
州
三
護
衛
に

改
称
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
折
り
に
営
州
左
護
衛
に
配
属
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

※
隆
慶
左
衛
は
隆
慶
元
年
（
一
五
六
八
）
に
隆
慶
帝
の
名
を
避
け
て
延
慶
左
衛
と
改
称
さ
れ
た
。
後
府
万
全
都
司
所
属
。

　

18　

白
敬
（
同
右
書
、『
忠
義
前
衛
選
簿
』
白
欽
の
条
、
二
二
九
頁
）

　

山
後
上
都
の
人
。
旧
名
鎖
児
。
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
帰
付
、
翌
年
大
寧
左
衛
、
同
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
に
は
営
州

左
護
衛
所
属
と
な
っ
た
。
同
三
十
二
年
（
一
三
九
九
）
に
お
け
る
燕
王
挙
兵
以
後
は
、
済
南
・
西
水
寨
・
斉
眉
山
・
霊
璧
の
各
会
戦

の
軍
功
を
も
っ
て
営
州
左
護
衛
の
一
軍
士
か
ら
隆
慶
左
衛
の
正
千
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
お
い
て
は
、
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静
虜
鎮
に
お
い
て
胡
寇
阿
魯
台
を
殺
敗
す
る
功
に
よ
っ
て
隆
慶
左
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

※
白
敬
の
所
属
衛
所
の
変
更
は
、
17
潘
美
と
同
様
に
他
衛
か
ら
の
移
衛
で
は
な
く
、
大
寧
衛
の
兵
力
が
そ
の
後
離
析
さ
れ
て
そ

の
一
部
が
大
寧
左
衛
、
さ
ら
に
営
州
左
護
衛
に
改
編
改
称
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

　

19　

安
福
全
（『
明
朝
档
案
』
第
六
七
冊
、『
永
平
衛
衛
選
簿
』
安
祐
の
条
、
二
一
七
頁
）

　

遼
陽
の
人
。
洪
武
二
十
年
（
一
三
六
九
）
永
平
衛
に
編
充
さ
れ
た
。
靖
難
の
役
で
は
同
三
十
四
年
（
一
四
〇
一
）
の
単
家
橋
、
翌

年
の
金
川
門
の
各
会
戦
の
功
で
永
平
衛
正
千
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
に
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
遠
征
で
は
「
迤
北

擒
胡
」
に
功
有
り
永
平
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

20　

張
庸
（『
明
朝
档
案
』
第
六
七
冊
、『
永
平
衛
選
簿
』
張
九
卿
の
条
、
四
七
三
頁
）

　

魚
台
県
（
山
東
）
の
人
。
父
張
林
は
丙
午
年
（
一
三
六
六
）
四
月
に
帰
付
、
洪
武
二
十
三
年
（
一
三
九
〇
）
残
疾
に
よ
り
、
子
の
張

庸
が
替
わ
っ
て
軍
士
と
な
っ
た
。
同
三
十
三
年
（
一
四
〇
〇
）
か
ら
燕
王
軍
に
随
行
し
、
夾
河
・
藁
城
・
西
水
寨
・
小
河
・
霊
璧
・

京
師
平
定
な
ど
の
各
会
戦
で
軍
功
を
重
ね
、
靖
難
の
役
が
終
わ
る
と
、
隆
慶
衛
副
千
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の

役
で
は
迤
北
に
征
進
し
た
が
、
残
疾
の
た
め
陞
進
に
は
与
ら
な
か
っ
た
。

　

21　

劉
江
（『
明
朝
档
案
』
第
六
八
冊
、『
徳
州
衛
選
簿
』
劉
保
の
条
、
九
六
頁
）

漷
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
父
劉
三
は
洪
武
二
年
（
一
三
六
九
）
に
軍
士
に
充
て
ら
れ
、
後
に
劉
江
が
替
わ
っ
て
軍
士
と
な
っ
た
が
、
燕

王
が
挙
兵
す
る
と
、
同
三
十
三
年
（
一
四
〇
〇
）
以
後
済
南
・
西
水
寨
・
京
師
平
定
の
各
会
戦
の
軍
功
で
薊
州
衛
正
千
戸
に
陞
進
し

た
。
そ
し
て
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
玄
冥
河
に
お
い
て
阿
魯
台
を
破
り
薊
州
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

22　

李
広
（
同
右
書
、
李
芳
の
条
、
一
〇
三
頁
）
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遷
安
県
（
北
直
隷
）
の
人
。
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
永
平
衛
軍
に
充
て
ら
れ
、
翌
年
小
旗
に
陞
進
し
た
。
靖
難
の
役
が
始

ま
る
と
、
真
定
・
済
南
・
西
水
寨
・
金
川
門
な
ど
の
各
会
戦
に
お
け
る
軍
功
で
永
平
衛
正
千
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四

一
〇
）
の
役
で
は
静
虜
鎮
等
処
で
功
有
り
永
平
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

23　

季
失
林
台
（『
明
朝
档
案
』
第
六
八
冊
、『
営
州
中
屯
衛
選
簿
』、
季
承
胤
の
条
、
一
〇
四
頁
）

　

山
後
の
人
。
父
阿
老
丁
は
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
大
寧
前
衛
の
小
旗
に
充
て
ら
れ
た
が
、
同
三
十
三
年
（
一
四
〇
〇
）
に

死
没
し
た
。
そ
の
時
百
戸
に
陞
進
し
て
い
た
。
そ
の
百
戸
を
世
襲
し
て
燕
王
軍
に
加
わ
っ
た
子
の
季
失
林
台
は
と
く
に
京
師
平
定

戦
で
活
躍
し
大
寧
前
衛
指
揮
同
知
に
陞
進
し
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
胡
寇
阿
魯
台
を
殺
敗
し
大
寧
前
衛
指
揮
使
に

陞
進
し
た
。

　

24　

亦
禿
不
花
（
同
右
書
、
宣
廷
顔
の
条
、
一
一
〇
頁
）

　

三
河
県
（
北
直
隷
）
人
。
父
穏
荅
戸
は
も
と
金
山
達
軍
。
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
帰
付
し
薊
州
衛
軍
に
撥
充
さ
れ
た
。
燕
王

が
挙
兵
す
る
と
、
済
南
・
藁
城
・
金
川
門
の
各
会
戦
の
軍
功
に
よ
り
営
州
中
屯
衛
正
千
戸
に
陞
進
し
た
。
永
楽
五
年
（
一
四
〇
七
）

に
死
没
し
た
の
で
、
同
三
年
（
一
四
〇
五
）
嫡
長
男
の
亦
禿
不
花
が
営
州
中
屯
衛
正
千
戸
を
世
襲
し
た
。
同
八
年
（
一
四
一
〇
）
に

は
迤
北
に
征
進
し
て
本
雅
失
里
・
阿
魯
台
を
殺
敗
し
営
州
中
屯
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

　

※
穏
荅
戸
の
没
故
が
永
楽
五
年
（
一
四
〇
七
）、
亦
禿
不
花
が
営
州
中
屯
衛
正
千
戸
を
世
襲
し
た
年
次
が
永
楽
三
年
（
一
四
〇
五
）

で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
齟
齬
が
あ
る
。
穏
荅
戸
の
没
故
年
次
、
も
し
く
は
亦
禿
不
花
の
世
襲
年
次
の
ど
ち
ら
か
に

誤
記
が
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
と
、
同
条
の
二
輩
亦
禿
不
花
の
項
に
、「
永
楽
六
年
五
月
、
亦
禿
不
花
、
営
州
中
屯
衛
前
所
故
正
千

戸
穏
荅
戸
の
嫡
長
男
に
係
り
、
世
襲
正
千
戸
を
敬
襲
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
亦
禿
不
花
が
営
州
中
屯
衛
正
千
戸
を
襲
い
だ
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の
は
永
楽
六
年
（
一
四
〇
八
）
で
あ
り
、
永
楽
三
年
（
一
四
〇
五
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
明
白
な
誤
記
で
あ
る
。

　

25　

盧
源
（『
明
朝
档
案
』
第
七
四
冊
、『
鷹
揚
衛
選
簿
』、
盧
鎮
の
条
、
二
七
六
頁
）

　

山
後
大
寧
高
州
の
人
。
父
盧
大
は
洪
武
二
十
一
年
（
一
三
八
八
）
帰
付
、
大
寧
前
衛
軍
に
入
れ
ら
れ
た
が
、
ま
も
な
く
没
し
た
。

そ
の
た
め
嫡
長
男
の
盧
源
が
替
わ
っ
て
大
寧
前
衛
軍
に
補
充
さ
れ
た
。
靖
難
の
役
が
始
ま
る
と
、
白
溝
河
・
済
南
・
夾
河
・
藁
白
・

西
水
寨
・
京
師
平
定
の
各
会
戦
に
参
加
し
、
大
寧
前
衛
正
千
戸
に
陞
進
し
た
。
そ
の
後
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
で
は
阿
魯
台

殺
敗
の
功
有
り
大
寧
前
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
。

三　

北
直
隷
諸
衛
と
永
楽
八
年
の
役
（
承
前
）

　

以
上
に
掲
出
し
た
二
五
の
諸
事
例
は
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
に
お
け
る
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
に
従
行
し
た
こ
と
が
明
白
な
北

直
隷
の
諸
衛
で
あ
る
。
永
楽
朝
以
前
に
お
い
て
は
後
府
所
属
の
在
外
衛
所
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
北
平
都
司
・
北
平
行
都
司
・
山
西
都

司
・
山
西
行
都
司
・
北
平
三
護
衛
、
山
西
三
護
衛
の
ど
こ
か
に
所
属
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
靖
難
の
役
終
息
後
永
楽
政
権
が
成
立
し
、

都
が
北
京
に
移
さ
れ
る
と
、
大
規
模
な
都
司
・
衛
所
の
改
編
が
行
わ
れ
、
そ
の
お
膝
元
に
あ
る
北
直
隷
の
都
司
・
衛
所
は
後
府
の
直
隷

か
大
寧
都
司
・
万
全
都
司
の
い
ず
れ
か
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
北
平
行
都
司
は
大
寧
都
司
に
、
北
平
三
護
衛
の
燕
山
左
護
衛
・

右
護
衛
・
中
護
衛
は
そ
れ
ぞ
れ
親
軍
衛
に
昇
格
し
、
金
吾
左
衛
・
金
吾
右
衛
・
羽
林
前
衛
と
改
称
さ
れ
た
。
万
全
都
司
の
設
置
は
前
に

ふ
れ
た
よ
う
に
宣
徳
五
年
（
一
四
三
〇
）
六
月
で
あ
っ
た
の
で
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
時
点
で
は
、
北
直
隷
の
在
外
衛
所
は
後
府

直
隷
か
大
寧
都
司
所
属
か
の
ど
ち
ら
か
に
所
属
し
た
。
そ
れ
ら
の
衛
所
か
ら
一
回
目
の
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
と
関
わ
り
の
あ
る
事
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例
を
衛
選
簿
か
ら
検
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
第
一
の
要
件
は
「
永
楽
八
年
」
と
い
う
年
次
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
付
随
し

て
、「
迤
北
征
進
」・「
殺
敗
阿
魯
台
」・「
殺
敗
阿
魯
台
・
本
雅
失
里
」・「
静
虜
鎮
」
な
ど
の
文
言
を
有
す
る
こ
と
を
第
二
の
要
件
と
し

た
）
14
（

。
上
記
の
文
言
が
あ
っ
て
も
、「
永
楽
八
年
」
と
い
う
年
次
を
随
伴
し
て
い
な
い
と
、
そ
れ
が
一
回
目
の
親
征
と
そ
れ
以
後
の
年
次
の

親
征
と
明
確
な
区
別
が
で
き
な
い
の
で
、
年
次
の
記
載
は
絶
対
条
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
定
の
縛
り
を
も
っ
て
検
出
し
た
の
が
「
二　

北
直
隷
諸
衛
と
永
楽
八
年
の
役
」
に
列
挙
し
た
諸
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
事
例
に
関
わ
る
記
述
は
補
説
も
付
加
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
い
さ
さ
か
詰
曲
に
な
っ
た
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、【
Ａ
】
永
楽
帝
一
回
目
の
親
征
随
行
者
名
、【
Ｂ
】
当
人
の
出
身
地
、【
Ｃ
】
本

親
征
前
後
の
所
属
衛
所
及
び
職
官
の
異
動
、【
Ｄ
】
本
戦
役
以
前
の
そ
の
家
の
戦
歴
に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

表
一

【
Ａ
】

【
Ｂ
】

【
Ｃ
】

【
Ｄ
】

01
亦
禿
帖
木
児
宝
坻
県

薊
州
衛
指
揮
使
↓
河
南
都
指
揮
僉
事

（
父
長
吉
帖
木
児
）
鄭
村
垻
・
済
南
・
滄
州
・
西
水
寨
・
肥
河
（
陣

亡
）

02
高
斌
完
者
禿
三
河
県

密
雲
中
衛
指
揮
同
知
↓
本
衛
指
揮
使

（
父
桑
赤
）
済
南
・
滄
州
・
西
水
寨
、（
高
斌
完
者
禿
）
金
川
門

03
戚
完
者
禿

金
山

興
州
中
屯
衛
正
千
戸

（
兄
曲
列
児
）
鄭
村
垻
・
済
南
・
西
水
寨
・
京
師
平
定
、（
兄
察
罕

台
）
永
楽
七
年
陣
没

04
宣
亦
禿
不
花
三
河
県

営
州
中
屯
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

（
父
宣
隠
荅
戸
）
済
南
・
藁
城
・
金
川
門

05
高
成

三
河
県

密
雲
衛
指
揮
同
知
↓
本
衛
指
揮
使

（
兄
桑
赤
児
）
済
南
・
東
昌
・
西
水
寨
・
小
河
、（
高
成
）
金
川
門

06
鄭
原

銭
塘
県

鎮
朔
衛
百
戸
（
陣
没
）

済
南
・
西
水
寨
・
金
川
門

07
張
興

定
興
県

保
定
後
衛
百
戸
（
病
故
）

南
京
城
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08
趙
旺

遵
化
県

永
平
衛
指
揮
同
知
↓
本
衛
指
揮
使

東
阿
・
汶
上

09
張
発
道

滑
県

真
定
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

西
水
寨
・
金
川
門

10
陸
栄

安
丘
県

密
雲
中
衛
指
揮
使
↓
山
東
都
司
都
指
揮
僉
事
真
定
・
鄭
村
垻
・
白
溝
河
・
西
水
寨
・
金
川
門

11
朱
成

海
州

密
雲
中
衛
指
揮
使
↓
山
東
都
司
都
指
揮
僉

真
定
・
鄭
村
垻
・
済
南
・
西
水
寨
・
金
川
門

12
司
成

定
遠
県

永
平
衛
指
揮
同
知
↓
本
衛
指
揮
使

鄭
村
垻
・
済
南
・
藁
城
・
金
川
門

13
高
興

撫
寧
県

山
海
衛
百
戸
↓
本
衛
正
千
戸

（
父
塔
剌
海
）
済
南
・
滄
州
・
東
昌
（
陣
亡
）、（
高
興
）
西
水
寨
・

金
川
門

14
張
林

香
河
県

薊
州
衛
指
揮
同
知
↓
本
衛
指
揮
使

雄
県
・
済
南
・
西
水
寨
・
金
川
門

15
王
義
那
那
哈
宛
平
県

永
平
衛
指
揮
同
知
↓
本
衛
指
揮
使

16
陳
貴

懐
遠
県

永
平
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

済
南
・
西
水
寨
・
金
川
門

17
潘
美

高
麗

隆
慶
左
衛
指
揮
同
知
↓
本
衛
指
揮
使

済
南
・
西
水
寨
・
京
師
平
定

18
白
敬

山
後
上
都

隆
慶
左
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

済
南
・
西
水
寨
・
斉
眉
山
・
霊
璧

19
安
福
全

遼
陽

永
平
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

単
家
橋
・
金
川
門

20
張
庸

魚
台
県

隆
慶
衛
副
千
戸

夾
河
・
藁
城
・
西
水
寨
・
小
河
・
霊
璧
・
京
師
平
定

21
劉
江

漷
県

薊
州
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

済
南
・
西
水
寨
・
京
師
平
定

22
李
広

遷
安
県

永
平
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

真
定
・
済
南
・
西
水
寨
・
金
川
門

23
季
失
林
台

山
後

大
寧
前
衛
指
揮
同
知
↓
本
衛
指
揮
使

京
師
平
定

24
亦
禿
不
花

三
河
県

営
州
中
屯
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

（
父
穏
荅
戸
）
済
南
・
藁
城
・
金
川
門

25
盧
源

山
後
大
寧
高
州
大
寧
前
衛
正
千
戸
↓
本
衛
指
揮
僉
事

白
溝
河
・
済
南
・
夾
河
・
藁
白
・
西
水
寨
・
京
師
平
定
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表
一
に
よ
っ
て
窺
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
存
の
衛
選
簿
か
ら
検
出
で
き
る
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
参
陣
の
北
直
隷
所
属
在
外
衛

所
の
事
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
だ
が
、
現
在
伝
存
し
て
い
る
北
直
隷
所
属
の
衛
選
簿
自
体
は
決
し
て
少
な
い
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。
密
雲
後
衛
・
興
州
左
屯
営
・
永
平
衛
・
盧
龍
衛
・
延
慶
衛
の
五
衛
（
以
上
、
後
府
直
隷
）
の
衛
選
簿
は
『
明
朝
档
案
』

第
六
七
冊
に
、
保
定
左
衛
・
保
定
中
衛
（
以
上
、
後
府
大
寧
都
司
所
属
）
の
二
衛
選
簿
は
第
六
八
冊
に
、
さ
ら
に
保
定
前
衛
・
営
州
中
屯

衛
（
以
上
、
後
府
大
寧
都
司
所
属
）
の
二
衛
選
簿
は
第
六
九
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
北
直
隷
の
衛
選
簿
に
、
他
の
地
域
の
衛
選

簿
を
加
え
れ
ば
、
総
計
一
〇
二
の
衛
選
簿
が
現
在
悉
皆
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
関
わ
る
北

直
隷
の
在
外
衛
所
の
事
例
は
二
五
件
し
か
検
出
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
は
、
京
師
の
親
軍
衛
の
一
つ
で
あ
る
金
吾
右
衛
の
『
金
吾
右
衛
選
簿
』（『
明
朝
档
案
』
第
五
〇
冊
）
に
は
永
楽
八
年
（
一
四

一
〇
）
の
役
参
陣
者
に
関
し
て
六
四
事
例
が
残
さ
れ
て
い
る
。
金
吾
右
衛
と
は
、
燕
王
軍
の
中
核
を
な
し
た
燕
山
右
護
衛
が
永
楽
政
権

成
立
後
に
改
名
さ
れ
て
親
軍
衛
に
昇
格
し
た
衛
で
あ
る）
15
（

。『
金
吾
右
衛
選
簿
』
に
お
け
る
か
か
る
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
関
係
者

の
残
存
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
密
雲
後
衛
・
永
平
衛
・
営
州
中
屯
衛
・
興
州
左
屯
営
衛
・
盧
龍
衛
・
延
慶
衛
・
保
定
左
衛
・
保
定
中
衛
・

保
定
前
衛
の
各
衛
選
簿
に
お
い
て
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
関
わ
る
関
係
事
例
が
き
わ
め
て
僅
少
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一

定
程
度
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
と
北
直
隷
の
在
外
衛
所
と
の
関
わ
り
の
薄
さ
を
反
映
し
て
い
る
と
思
量
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
北
直

隷
所
在
の
金
吾
右
衛
を
は
じ
め
と
す
る
親
軍
衛
・
京
衛
が
親
征
軍
編
制
上
に
お
い
て
そ
の
中
核
と
な
っ
た
た
め
に
、
北
直
隷
の
在
外
衛

所
ま
で
根
こ
そ
ぎ
親
征
軍
に
調
撥
し
た
な
ら
ば
、
京
師
の
軍
事
防
衛
体
制
が
空
洞
化
し
て
き
わ
め
て
脆
弱
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
、
北

直
隷
の
在
外
衛
所
か
ら
は
大
々
的
な
調
撥
は
せ
ず
温
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
既
述
し
た
よ
う

に
、
永
楽
七
年
（
一
四
〇
九
）
九
月
二
十
日
に
渙
発
さ
れ
た
勅
書
だ
け
を
み
て
も
、
南
京
の
諸
衛
、
諸
王
の
王
府
護
衛
、
そ
し
て
北
直
隷
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以
外
の
都
司
所
属
の
諸
衛
の
歩
騎
併
せ
て
「
十
一
万
四
千
」
に
も
上
る
衛
所
官
軍
が
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
二
月
を
期
し
て
赴
京
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
北
直
隷
の
在
外
衛
所
を
温
存
す
る
代
替
と
し
て
、
京
師
か
ら
遠
く
離
れ
た
現
在
の
陝
西
・
甘
粛
地
方
な

ど
の
地
域
に
も
調
撥
命
令
が
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
永
楽
帝
が
親
征
軍
編
制
の
た
め
の
衛
所
官
軍
調
撥
は
、
上

記
の
地
域
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
遼
東
は
靖
難
の
役
期
に
反
燕
王
を
旗
幟
鮮
明
に
し
燕
王
軍
と
各
地
で

角
逐
し
た
た
め）
16
（

、
永
楽
帝
は
靖
難
の
役
終
息
直
後
か
ら
そ
の
取
り
込
み
を
図
っ
た
が
、
そ
の
遼
東
に
も
動
員
令
が
下
さ
れ
た
。『
朝
鮮
王

朝
実
録
』
太
宗
十
年
春
正
月
癸
未
（
十
六
日
）
の
条
に
は
、

義
州
通
事
李
龍
、
遼
東
よ
り
還
り
て
言
え
ら
く
、
遼
兵
一
万
北
京
に
赴
く
に
、
達
達
軍
に
山
海
衛
に
お
い
て
遇
い
と
も
に
戦
い
て

大
敗
し
、
死
傷
半
ば
を
過
ぐ
。
遼
東
、
正
月
初
二
日
よ
り
兵
を
厳
し
く
し
て
城
守
し
、
昼
夜
懈
ら
ず
、
と
。

 

と
あ
る
。
こ
れ
は
明
側
の
『
太
宗
実
録
』
に
は
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
義
州
通
事
か
ら
の
確
報
と
し
て
朝
鮮
王
朝
側
の
史
料
に
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
王
朝
の
太
宗
十
年
と
は
明
の
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
で
あ
る
。
遼
東
軍
は
こ
の
年
の
初
頭
に
赴
京
途
中

山
海
関
に
お
い
て
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
遭
遇
し
大
敗
を
喫
し
た
と
い
う
。『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
が
伝
え
る
こ
の
と
き
の
遼
東
軍
の
赴
京
は
、
永

康
侯
徐
忠
等
に
下
さ
れ
た
動
員
令
に
記
さ
れ
た
の
と
同
じ
二
月
北
京
到
着
を
目
指
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
遼
東
軍
が
永
楽

帝
の
親
征
軍
に
加
わ
る
た
め
に
赴
京
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
も
生
じ
た
が
、
遼
東
軍
の
永
楽
帝
親
征
従
行
の
事
例
は

『
三
万
衛
選
簿
』
に
散
見
す
る）
17
（

。

　

永
楽
帝
が
一
回
目
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
軍
を
編
制
す
る
に
あ
た
っ
て
動
員
令
を
下
し
た
地
域
が
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
は
、
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こ
れ
ま
で
の
既
述
で
ほ
ぼ
明
白
と
な
っ
た
。
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
い
え
ば
、
そ
の
と
き
動
員
さ
れ
た
衛
所
は
全
衛
ま
る
ご
と
調
撥

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
個
々
の
衛
所
は
そ
の
構
成
員
た
る
衛
所
官
軍
（
衛
所
官
と
衛
所
軍
）
の
中
か
ら
選
抜
し
て
親
征
軍
に
送
り
出
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
選
抜
の
対
象
に
な
っ
た
衛
所
官
軍
は
、
表
一
か
ら
窺
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
靖
難
の
役
に
お
い
て
勝
利
を
導
い

た
旧
燕
王
軍
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
前
述
の
ご
と
く
、
永
楽
政
権
成
立
以
後
「
新
官
」
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
優
遇
措
置
を
う
け
た

人
た
ち
で
あ
っ
た
。
表
一
の
二
五
事
例
の
中
で
唯
一
靖
難
の
役
期
に
建
文
政
権
軍
と
戦
っ
た
会
戦
名
を
欠
如
す
る
15
王
義
那
那
哈
は
、

既
述
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
宛
平
県
（
北
直
隷
）
の
人
で
、
父
王
観
童
は
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
帰
付
、
永
平
衛
指
揮
同
知
に
除

せ
ら
れ
た
の
で
、
本
来
な
ら
ば
燕
王
軍
の
一
員
と
し
て
活
動
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
翌
年
に
都
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た

こ
と
で
、
燕
王
軍
と
の
関
係
が
薄
弱
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
王
観
童
が
陞
進
し
た
都
指
揮
僉
事
が
ど
こ
の
都
司
で
あ
る
の
か
明
白
で

な
い
が
、
王
観
童
の
後
裔
が
「
新
官
」
で
は
な
く
、「
旧
官
」
の
処
遇
を
う
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
観
童
の
立
場
は
建
文
政
権
軍
に
与

し
た
か
、
そ
れ
と
も
無
縁
で
あ
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
王
観
童
が
病
故
す
る
と
、
そ
の
跡
を
襲
い
だ
嫡
長
男
の

王
義
那
那
哈
は
「
旧
官
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
王
義
那
那
哈
の
事
例
を
除
く
と
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
お
い
て
親
征

軍
に
編
制
さ
れ
た
北
直
隷
在
外
衛
所
か
ら
は
、
圧
倒
的
に
旧
燕
王
軍
出
身
者
が
選
抜
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
特
段
北
直
隷
在
外

衛
所
に
限
定
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
現
在
『
明
朝
档
案
』
に
収
録
さ
れ
た
一
〇
二
の
衛
選
簿
に
散
見
す
る
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の

親
征
軍
に
組
み
込
ま
れ
た
在
外
衛
所
の
事
例
は
、
遼
東
一
〇
事
例
、
山
西
六
事
例
、
浙
江
一
事
例
、
河
南
四
事
例
、
陝
西
一
〇
事
例
、

山
東
一
三
事
例
、
南
直
隷
一
七
事
例
が
検
出
さ
れ
る
。
こ
の
内
、
遼
東
・
陝
西
の
各
一
事
例）
18
（

を
除
く
と
、
ほ
か
は
す
べ
て
靖
難
の
役
に

際
し
て
燕
王
軍
と
し
て
活
動
し
た
実
績
を
有
す
る
衛
所
官
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
に
際
し
て
調
撥
の
対
象
に

な
っ
た
地
方
都
司
所
属
の
衛
所
官
軍
が
主
と
し
て
旧
燕
王
軍
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
各
地
方
に
旧
燕
王
軍
が
散
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在
し
て
い
た
の
は
、
靖
難
の
役
後
に
行
わ
れ
た
大
規
模
な
衛
所
官
軍
の
配
置
転
換
に
よ
る
移
衛
の
結
果
で
あ
っ
た
。

　
『
明
史
』
巻
九
〇
、
兵
志
二
、
衛
所
を
繙
読
す
れ
ば
明
白
な
こ
と
で
あ
る
が
、
洪
武
二
十
六
年
（
一
三
九
三
）
時
点
で
の
都
司
・
衛
所

体
制
は
、
都
司
一
七
、
留
守
司
一
、
内
外
衛
三
二
九
、
守
禦
千
戸
所
六
五
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
永
楽
政
権
成
立
以
後
は
都
司
二
一
、
留

守
司
二
、
内
外
衛
四
九
三
、
守
禦
屯
田
衛
牧
千
戸
所
三
五
九
に
増
加
し
た
。
靖
難
の
役
終
息
後
に
行
わ
れ
た
衛
所
改
革
が
そ
の
始
ま
り

で
あ
っ
た
。
都
司
・
衛
所
改
革
は
、
燕
王
つ
ま
り
永
楽
帝
が
新
政
権
の
樹
立
に
あ
た
っ
て
洪
武
・
建
文
二
朝
を
支
え
た
衛
所
制
度
を
一

度
解
体
し
、
そ
れ
を
新
政
権
の
支
え
と
す
べ
く
再
編
成
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
衛
所
制
度
の
解
体
と
再
編
成
は
、

組
織
的
に
は
新
国
都
北
京
を
中
心
に
設
置
さ
れ
た
親
軍
衛
・
京
衛
と
在
外
衛
所
の
大
幅
な
増
設
や
都
司
と
そ
の
所
属
衛
所
と
の
統
属
関

係
の
再
編
成
で
あ
り
、
人
的
に
は
大
が
か
り
な
衛
所
官
軍
の
配
置
転
換
で
あ
っ
た
。
と
く
に
旧
燕
王
軍
の
配
置
転
換
に
よ
る
移
衛
は
全

国
的
規
模
で
、
建
文
帝
の
遺
産
で
あ
る
膨
大
な
在
外
衛
所
を
取
り
込
む
た
め
の
人
事
政
策
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
故
に
そ
れ
ま
で
明
代
軍
事
体
制
の
扇
の
要
で
あ
っ
た
南
京
に
は
、
北
直
隷
な
ど
華
北
の
地
域
出
身
者
の
旧
燕
王
軍
が
多
数
送
り

込
ま
れ
て
き
た
。
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
お
い
て
南
直
隷
所
在
の
在
外
衛
所
か
ら
親
征
軍
に
調
撥
さ
れ
た
上
記
の
一
七
事
例

の
、
靖
難
の
役
を
挟
ん
で
の
所
属
衛
所
の
異
動
を
示
し
た
の
が
、
つ
ぎ
の
表
二
で
あ
る
。
表
中
の
【
Ａ
】
一
回
目
の
親
征
随
行
者
名
、

【
Ｂ
】
当
人
の
出
身
地
、【
Ｃ
】
靖
難
の
役
前
後
の
そ
の
家
の
所
属
衛
所
及
び
職
官
の
異
動
、【
Ｄ
】
靖
難
の
役
期
に
お
け
る
そ
の
家
の
戦

歴
、【
Ｅ
】
典
拠
で
あ
る
。
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表
二

【
Ａ
】

【
Ｂ
】

【
Ｃ
】

【
Ｄ
】

【
Ｅ
】

01
李
通

通
州

通
州
衛
軍
↓
揚
州
衛
副
千
戸

白
溝
河
・
済
南
・
夾
河
・
京
師
平
定

五
〇
―
四
九

02
李
興

宛
平
県

　
　
　
　

↓
邳
州
衛
副
千
戸

済
南
・
西
水
寨
・
霊
璧
・
京
師
平
定

―
四
三
三

03
楊
春

鄒
県

　
　
　
　

↓
大
河
衛
正
千
戸

済
南
・
藁
城
・
京
師
平
定

五
二
―
二
七

04
朱
彬

宜
城
県

　
　
　
　

↓
揚
州
衛
副
千
戸

済
南
・
藁
城
・
京
師
平
定

―
三
七

05
施
雲

潜
山
県

　
　
　
　

↓
武
平
衛
副
千
戸

白
溝
河
・
夾
河
・
応
天
府

五
三
―
二
三

06
楊
玉

香
河
県

大
興
左
衛
軍
↓
安
慶
衛
副
千
戸

白
溝
河
・
藁
白
・
金
川
門

五
四
―
二
〇
五

07
傅
顕

寿
州

　
　
　
　
　

↓
六
安
衛
正
千
戸

鄭
村
垻
・
藁
城
・
京
師
平
定

五
五
―
三
〇
〇

08
劉
子
敬

宛
平
県

燕
山
右
護
衛
軍
↓
滁
州
衛
正
千
戸

白
溝
河
・
夾
河
・
応
天
府

―
三
〇
三

09
陸
得
山

沐
陽
県

済
州
衛
百
戸
↓
水
軍
左
衛
正
千
戸

白
溝
河
・
小
河
・
金
川
門

五
六
―
九
八

10
張
永

山
後

　
　
　
　
　

↓
蘇
州
衛
副
千
戸

済
南
・
西
水
寨
・
京
師
平
定

六
一
―
八
二

11
梅
亮

黄
岡
県

　
　
　
　
　

↓
儀
真
衛
百
戸

済
南
・
西
水
寨
・
応
天
府

六
二
―
三
三
三

12
劉
斌

龍
山
県

　
　
　
　
　

↓
孝
陵
衛
指
揮
同
知

済
南
・
藁
城

六
四
―
二
八
一

13
李
斌

公
安
県

蔚
州
衛
百
戸
↓
淮
陽
衛
指
揮
同
知

西
水
寨
・
京
師
平
定

六
六
―
二
〇
九

14
劉
瑀

山
後

　
　
　
　
　

↓
太
倉
衛
正
千
戸

済
南
・
西
水
寨

六
七
―
七
四

15
侯
保

安
陸
県

　
　
　
　
　

↓
六
安
衛
正
千
戸

真
定
・
鄭
村
垻
・
済
南

七
三
―
三
六
二

16
孟
斌

薊
州

　
　
　
　
　

↓
滁
州
衛
副
千
戸

白
溝
河
・
夾
河
・
京
師
平
定

七
四
―
二
三
三

17
朱
旺

滁
州

　
　
　
　
　

↓
滁
州
衛
正
千
戸

済
南
・
蔚
州
・
金
川
門

―
二
八
五

　
【
備
考
】 　

12 

劉
斌
の
出
身
地
龍
山
県
は
明
代
の
行
政
区
画
に
は
な
く
、
古
名
で
あ
っ
た
。『
読
史
方
輿
紀
要
』
巻
一
八
、
直
隷
九
、
万
全
都
指
揮
使
司
に
よ
る
と
、
営
州
故

城
及
び
潭
州
城
に
は
そ
れ
ぞ
れ
往
昔
の
時
代
に
龍
山
県
が
設
置
さ
れ
た
と
す
る
。



永楽八年の役と在外衛所

― 27 ―

　

永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
軍
中
の
衛
所
官
軍
で
、
靖
難
の
役
後
南
直
隷
の
在
外
衛
所
に
配
置
転
換
さ
れ
た
人
々
の
出

身
地
を
み
る
と
、
北
直
隷
01
、
02
、
06
、
08
、
12
、
16
（
六
例
）、
山
東
03
（
一
例
）、
湖
広
04
、
11
、
13
、
15
（
四
例
）、
南
直
隷
05
、
07
、

09
、
17
（
四
例
）、
山
後
10
、
14
（
二
例
）
と
い
う
内
訳
に
な
る
。
こ
の
中
で
、
靖
難
の
役
以
前
の
所
属
が
判
明
す
る
の
は
、
01
通
州
衛
、

06
大
興
左
衛
、
08
燕
山
右
護
衛
、
09
済
州
衛
、
13
蔚
州
衛
の
わ
ず
か
五
例
の
み
で
あ
る
。
通
州
衛
・
大
興
左
衛
・
燕
山
右
護
衛
（
後
の

金
吾
右
衛
）・
済
州
衛
は
永
楽
帝
の
衛
所
改
革
に
よ
っ
て
親
軍
衛
に
昇
格
し
た
。
つ
ま
り
燕
王
軍
の
中
核
を
な
す
衛
所
で
あ
っ
た
。
蔚
州

衛
は
山
西
行
都
司
所
属
で
あ
っ
た
が
、
洪
武
三
十
三
年
（
一
四
〇
〇
）
正
月
一
日
に
蔚
州
が
燕
王
軍
に
攻
撃
さ
れ
た
と
き
に
投
降
し）
19
（

、
以

後
燕
王
軍
に
組
み
込
ま
れ
て
永
楽
政
権
成
立
に
貢
献
し
た
。
13
李
斌
の
原
文
を
載
せ
る
李
景
の
条
に
は
、「
兄
李
庸
、
旧
名
株
、
赴
京
し

て
蔚
州
衛
右
所
世
襲
百
戸
に
除
せ
ら
れ
る
。
三
十
三
年
帰
順
し
本
所
副
千
戸
に
陞
せ
ら
る
」
と
記
さ
れ
、
李
斌
の
兄
李
庸
が
洪
武
三
十

三
年
（
建
文
二
）
に
帰
順
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
蔚
州
衛
自
体
の
投
降
に
伴
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
わ
ず
か
な
事
例
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
も
、
永
楽
帝
が
靖
難
の
役
で
活
躍
し
た
麾
下
の
衛
所
官
を
南
直
隷
に
投
入
し
、
そ
の
取

り
込
み
を
図
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
選
抜
に
あ
た
っ
て
は
、
北
直
隷
・
山
東
・
山
後
の
人
の
ほ
か
に
湖
広
・
南
直
隷
を
本
貫
地
と

す
る
衛
所
官
も
含
ま
れ
て
い
る
。
湖
広
・
南
直
隷
出
身
者
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
始
祖
の
来
歴
を
み
る
と
、
17
朱
旺
の
始
祖
朱
得
興
が
甲
午

年
（
一
三
五
四
）
に
朱
元
璋
軍
に
入
れ
ら
れ
た
以
外
は
、
い
ず
れ
も
洪
武
初
年
に
明
軍
に
充
軍
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
は
元
朝
勢
力
が
残

余
す
る
北
直
隷
に
動
員
さ
れ
、
や
が
て
洪
武
帝
の
崩
御
後
靖
難
の
役
が
起
き
る
と
、
燕
王
麾
下
と
し
て
働
き
、
そ
の
終
息
と
と
も
に
南

京
を
取
り
込
む
た
め
に
南
直
隷
に
配
置
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
親
征
軍
に
選
抜
さ
れ
た
衛
所
官
た
ち
に
は
北
直
隷
以
外
の
地
域
出
身
の
旧
燕
王
軍

が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
楽
帝
の
衛
所
改
革
に
お
け
る
配
置
転
換
の
結
果
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
永
楽
八
年
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（
一
四
一
〇
）
の
役
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
軍
中
に
北
直
隷
の
在
外
衛
所
以
外
に
山
西
（
六
事
例
）、
浙
江
（
一
事
例
）、
河
南
（
四
事
例
）、
陝
西

（
一
〇
事
例
）、
山
東
（
一
三
事
例
）、
遼
東
（
一
〇
事
例
）
の
諸
事
例
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
在
外
衛
所
か
ら

選
抜
さ
れ
た
の
は
、
大
体
に
お
い
て
靖
難
の
役
後
配
置
転
換
さ
れ
た
旧
燕
王
軍
で
あ
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
上
記
の
山
西

（
六
事
例
）、
浙
江
（
一
事
例
）、
河
南
（
四
事
例
）、
陝
西
（
一
〇
事
例
）、
山
東
（
一
三
事
例
）、
遼
東
（
一
〇
事
例
）
に
お
い
て
、
靖
難
の
役

期
の
所
属
衛
所
を
明
記
し
た
事
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
そ
の
事
例
を
示
す
と
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

○
山
西

①
劉
玉　

 

宛
平
県
（
北
直
隷
）
の
人
・
大
興
左
衛
小
旗
↓
鎮
西
衛
副
千
戸
（『
燕
山
左
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
七
一
冊
、
二
七
六
頁
、
劉

玉
の
条
）

○
河
南

②
張
灰　

 

蘄
州
（
湖
広
）
の
人
・
永
平
衛
副
千
戸
↓
宣
武
衛
指
揮
僉
事
（『
柳
州
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
五
八
冊
、
二
五
〇
頁
、
張
表

の
条
）

○
陝
西

③
張
成　

 

来
安
県
（
南
直
隷
）
の
人
・
永
平
衛
小
旗
↓
岷
州
衛
百
戸
（『
興
武
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
六
五
冊
、
二
一
〇
頁
、
張
欽
の
条
）

④
王
洪　

 

昌
平
県
（
北
直
隷
）
の
人
・
義
勇
左
衛
総
旗
↓
永
昌
衛
副
千
戸
（『
蔚
州
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
七
〇
冊
、
二
五
八
頁
、
王

朝
臣
の
条
）

⑤
鄷
得　

 

通
州
（
北
直
隷
）
の
人
・
錦
衣
衛
正
千
戸
↓
甘
州
右
衛
指
揮
僉
事
（『
鎮
西
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
七
一
冊
、
一
九
五
頁
、

鄷
天
相
の
条
）
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⑥
韓
貴　

 

安
平
県
（
北
直
隷
）
の
人
・
燕
山
右
護
衛
指
揮
同
知
↓
陝
西
行
都
司
都
指
揮
僉
事
（『
南
京
豹
韜
衛
選
簿
』（『
明
朝
档
案
』
第

七
四
冊
、
五
頁
、
韓
功
の
条
）

○
山
東

⑦
羅
進　

贛
県
（
江
西
）
の
人
・
通
州
衛
総
旗
↓
青
州
左
衛
百
戸
（『
通
州
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
五
二
冊
、
三
六
六
頁
、
羅
錦
の
条
）

⑧
王
貴　

山
後
望
平
県
の
人
・
通
州
衛
総
旗
↓
平
山
衛
副
千
戸
（
同
右
書
、
五
〇
一
頁
、
曹
英
の
条
）

⑨
曹
栄　

六
安
州
（
南
直
隷
）
の
人
・
通
州
衛
総
旗
↓
登
州
衛
百
戸
（
同
右
書
・
四
四
七
頁
、
王
体
益
の
条
）

⑩
賈
真　

 

大
興
県
（
北
直
隷
）
の
人
・
義
勇
左
衛
総
旗
↓
鰲
山
衛
副
千
戸
（『
龍
驤
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
六
三
冊
、
一
頁
、
賈
孔
の
条
）

⑪ 

蘇
整　

大
興
県
（
北
直
隷
）
の
人
・
義
勇
左
衛
総
旗
↓
青
州
左
衛
百
戸
（
同
右
書
、
八
二
頁
、
蘇
鎮 

の
条
）

○
遼
東

⑫
教
均
美　

 

広
寧
府
（
遼
東
）
の
人
・
通
州
衛
総
旗
↓
定
遼
前
衛
副
千
戸
（『
通
州
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』　

第
五
二
冊
、
四
三
九
頁
、
教

譲
の
条
）

⑬
馬
栄　

 

遷
安
県
（
北
直
隷
）
の
人
・
永
平
衛
指
揮
僉
事
↓
広
寧
左
屯
衛
指
揮
同
知
（『
永
平
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
六
七
冊
、
一
九

七
頁
、
馬
承
徹
の
条
）

　

北
直
隷
以
外
の
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
と
旧
燕
王
軍
と
の
関
わ
り
を
示
す
事
例
は
、
以
上
の
よ
う
に
わ
ず
か
一
三
事
例
し
か
検

出
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
僅
少
な
事
例
だ
け
で
も
顕
著
な
特
徴
が
み
え
る
。
か
れ
ら
の
出
身
地
は
北
直
隷
の
み
に
限
定
で
き
な
い
が
、

配
置
転
換
直
前
の
所
属
衛
所
は
、
い
ず
れ
も
北
直
隷
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
靖
難
の
役
終
息
以
前
の
都
司
―
衛
所
関
係
で
い

え
ば
、
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北
平
都
司　
　
　

永
平
衛
…
…
…
…
②
、
③
、
⑬

　
　
　
　
　
　
　

通
州
衛
…
…
…
…
⑦
、
⑧
、
⑨
、
⑫

北
京
行
都
司　
　

大
興
左
衛
…
…
…
①

北
平
三
護
衛　
　

燕
山
右
護
衛
…
…
⑥

燕
王
私
設　
　
　

義
勇
左
衛
…
…
…
④
、
⑩
、
⑪

親
軍
衛　
　
　
　

錦
衣
衛
…
…
…
…
⑤

と
い
う
内
訳
に
な
る
。
④
、
⑩
、
⑪
の
義
勇
左
衛
は
靖
難
の
役
後
の
衛
所
改
革
に
よ
っ
て
後
府
の
京
衛
に
昇
格
す
る
が
、
も
と
は
燕
王

が
燕
王
軍
の
兵
力
増
強
の
た
め
に
私
的
に
設
置
し
た
衛
所
で
あ
っ
た）
20
（

。
⑤
の
錦
衣
衛
は
無
論
首
都
南
京
の
親
軍
衛
の
一
つ
で
あ
る
が
、

錦
衣
衛
正
千
戸
か
ら
甘
州
右
衛
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
て
配
置
転
換
さ
れ
た
鄷
得
は
、『
鎮
西
衛
選
簿
』（『
明
朝
档
案
』
第
七
一
冊
、
一
九
五
頁
）

の
鄷
天
相
の
条
に
、「
鄷
得
、
通
州
の
人
、
洪
武
十
年
錦
衣
衛
力
士
に
充
て
ら
る
」
と
み
え
る
よ
う
に
、
も
と
は
錦
衣
衛
力
士
で
あ
っ

た
。
力
士
は
随
駕
・
守
衛
を
任
と
し
た
。
王
府
の
儀
衛
司
に
は
錦
衣
衛
か
ら
そ
の
力
士
と
鹵
簿
（
天
子
の
行
列
）
の
儀
仗
を
任
と
す
る
校

尉
と
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
錦
衣
衛
の
力
士
・
校
尉
が
燕
王
軍
と
し
て
靖
難
の
役
に
活
躍
し
た
事
例
は
数
多
く
あ

る
）
21
（

。
通
州
を
出
身
地
と
す
る
⑤
鄷
得
は
そ
の
出
身
地
が
考
慮
さ
れ
て
燕
王
府
に
派
遣
さ
れ
て
い
て
、
燕
王
の
挙
兵
に
従
行
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
と
北
直
隷
の
在
外
衛
所
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
種
々
考
察
し
た
結
果
、
そ
れ
を
簡
単
に
ま
と
め
る
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と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

①　

永
楽
帝
一
回
目
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
軍
の
主
戦
力
は
、
京
師
の
親
軍
衛
・
京
衛
の
ほ
か
は
、
南
北
直
隷
・
山
西
・
山
東
・
陝
西
・

浙
江
・
河
南
・
遼
東
な
ど
に
展
開
す
る
旧
燕
王
軍
で
あ
っ
た
。

②　

南
直
隷
・
山
西
・
山
東
・
陝
西
・
浙
江
・
河
南
・
遼
東
の
在
外
衛
所
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
親
征
軍
に
選
抜
さ
れ
た
衛
所
官
軍
は
、
靖

難
の
役
以
前
か
ら
そ
の
地
に
在
住
し
て
い
た
も
の
た
ち
で
は
な
い
。

③　

か
れ
ら
は
燕
王
に
随
行
し
て
靖
難
の
役
を
戦
っ
た
が
、
そ
れ
が
終
息
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
司
所
属
の
在
外
衛
所
に
配
置
転

換
さ
れ
て
移
衛
し
て
き
た
も
の
た
ち
で
あ
る
。

④　

か
か
る
配
置
転
換
に
よ
る
移
衛
は
、
永
楽
帝
が
建
文
政
権
軍
を
支
え
て
い
た
地
域
の
軍
事
力
を
取
り
込
む
た
め
で
あ
っ
た
。

⑤　

永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
軍
編
制
に
お
い
て
は
、
京
師
の
親
軍
衛
・
京
衛
か
ら
許
多
の
衛
所
官
が
調
撥
さ
れ
た

の
で
、
北
直
隷
の
軍
事
防
衛
態
勢
に
空
洞
化
を
招
か
な
い
よ
う
に
、
北
直
隷
の
在
外
衛
所
か
ら
の
選
抜
は
少
な
く
、
そ
の
代
替
的

措
置
と
し
て
、
靖
難
の
役
後
に
南
直
隷
・
山
西
・
山
東
・
陝
西
・
浙
江
・
河
南
・
遼
東
な
ど
に
北
直
隷
か
ら
配
置
転
換
さ
れ
た
旧

燕
王
軍
が
主
と
し
て
選
抜
・
調
撥
の
対
象
と
な
っ
た
。

　
　

以
上
が
、
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

註
（
1
） 

『
太
宗
実
録
』
永
楽
七
年
八
月
甲
寅
の
条
。

（
2
） 

同
右
書
、
永
楽
七
年
九
月
甲
戌
の
条
。
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（
3
） 

永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
お
け
る
親
征
軍
編
制
に
お
い
て
北
京
の
親
軍
衛
・
京
衛
が
中
核
を
な
し
た
こ
と
は
、
二
〇
〇
一
年
に
中
国

第
一
歴
史
档
案
館
・
遼
寧
省
档
案
館
編
で
広
西
師
範
大
学
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』（
以
下
、『
明
朝
档
案
』
と
略
称
）

に
所
収
さ
れ
た
府
軍
前
衛
・
錦
衣
衛
・
金
吾
右
衛
・
羽
林
前
衛
・
燕
山
前
衛
・
通
州
衛
な
ど
の
北
京
親
軍
衛
の
衛
選
簿
、
留
守
左
衛
・
驍
騎
右

衛
な
ど
の
北
京
京
衛
の
衛
選
簿
を
み
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
な
お
、『
明
朝
档
案
』
所
収
衛
選
簿
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
朝
档
案

が
開
く
新
地
平
―
明
代
軍
事
・
変
乱
史
研
究
の
新
階
梯
―
（
人
文
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
34
）』（
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
七
年
）
五

―
六
頁
に
掲
出
の
「『
中
国
明
朝
档
案
総
匯
』
所
収
衛
選
簿
目
録
」
参
照
。

（
4
） 

『
宣
宗
実
録
』
宣
徳
五
年
六
月
壬
午
の
条
。

（
5
） 

前
掲
『
明
代
政
区
沿
革
綜
表
』「
後
軍
都
督
府
属
京
師
（
北
直
隷
）
在
外
衛
所
」
に
は
、
通
州
衛
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

疑
問
が
あ
る
。「
永
楽
四
年
（
一
四
〇
六
）
置
。『
大
明
一
統
志
』
巻
一
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
大
明
一
統
志
』
巻
一
、
京
師
、
公

署
に
み
え
る
通
州
衛
の
記
述
は
、「
通
州
治
の
南
に
在
り
、
洪
武
三
十
五
年
建
て
兵
部
に
隷
す
」
と
し
て
い
る
。
す
ぐ
に
そ
の
設
置
年
次
に
齟
齬

が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、『
明
代
政
区
沿
革
綜
表
』
は
、『
大
明
一
統
志
』
の
記
述
を
正
確
に
反
映
さ
せ
て
い
な
い
。
通
州
衛
に
つ
い
て
は
、

『
太
祖
実
録
』
洪
武
三
年
正
月
庚
子
の
条
に
、「
通
州
衛
指
揮
使
司
を
置
き
、
安
吉
衛
軍
を
以
て
之
に
隷
せ
し
む
」
と
あ
り
、『
太
宗
実
録
』
奉
天

靖
難
事
蹟
、
建
文
元
年
七
月
甲
戌
の
条
に
は
、「
通
州
衛
指
揮
房
勝
等
衆
を
率
い
、
城
を
以
て
来
帰
す
」
と
あ
り
、
通
州
衛
の
設
置
は
洪
武
三
年

（
一
三
七
〇
）
年
正
月
、
靖
難
の
役
が
起
き
る
と
、
通
州
衛
は
燕
王
に
全
城
を
も
っ
て
投
降
し
て
お
り
、
そ
の
設
置
は
靖
難
の
役
以
後
の
こ
と
で

は
な
い
。
通
州
衛
の
設
置
年
次
に
関
し
て
、『
大
明
一
統
志
』
の
記
述
に
は
か
か
る
瑕
疵
が
あ
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
そ
の
所
属
先
を
兵
部
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
大
明
官
制
』
京
師
、
順
天
府
、
公
署
に
、「
州
治
の
南
に
在
り
、
経
歴
司
、
鎮
撫
司
、
左
右
中
前
後
千
戸
所
、
兵
部
に

隷
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
明
史
』
巻
七
六
、
職
官
志
五
に
は
、「
永
楽
中
」
に
皇
帝
に
上
直
す
る
親
軍
衛
の
一
つ
に
昇
格
し
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
『
大
明
会
典
』
巻
一
二
四
、
兵
部
、
職
方
清
吏
司
、
城
隍
一
、
都
司
衛
所
、
親
軍
衛
に
、「
通
州
衛
は
旧
安
吉
衛
と
為
す
。
…
…
旧
と
北
平

都
司
に
属
す
。
永
楽
四
年
陞
す
」
と
あ
り
、『
明
史
』
職
官
志
と
同
じ
く
親
軍
衛
と
し
て
い
る
。
親
軍
衛
は
侍
衛
上
直
軍
と
は
い
え
所
属
先
が
兵

部
で
あ
る
の
で
、
通
州
衛
が
後
府
直
隷
で
な
い
こ
と
は
明
白
な
た
め
、
Ａ
に
は
入
れ
て
い
な
い
。

（
6
） 

『
英
宗
実
録
』
正
統
元
年
十
二
月
辛
巳
の
条
。

（
7
） 

静
虜
鎮
は
ま
た
靖
虜
鎮
と
表
記
さ
れ
る
事
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
宣
宗
実
録
』
洪
熙
元
年
七
月
丁
酉
の
条
に
収
録
さ
れ
た
武
進
伯
朱
栄
の

薨
卒
伝
に
、「
武
進
伯
朱
栄
卒
。
栄
山
東
兗
州
府
沂
州
人
。
洪
武
中
選
充
軍
衛
驃
騎
舍
人
、
陞
総
旗
、
従
征
雲
南
有
功
、
陞
百
戸
、
進
大
寧
前
衛
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副
千
戸
。
太
宗
皇
帝
靖
難
以
功
累
陞
至
左
軍
都
督
府
都
督
僉
事
。
永
楽
四
年
征
交
阯
陞
右
都
督
。
八
年
従
車
駕
征
北
虜
至
靖
虜
鎮
、
進
左
都
督
。

後
屡
従
征
迤
北
、
勦
戮
胡
寇
、
以
功
封
奉
天
翊
衛
宣
力
武
臣
特
進
栄
禄
大
夫
柱
国
武
進
伯
食
禄
米
一
千
二
百
石
、
子
孫
世
襲
。
二
十
二
年
従
征

至
龍
虎
岡
還
、
奉
命
佩
征
虜
前
将
軍
印
、
鎮
守
遼
東
。
至
是
卒
、
訃
聞
、
遣
官
賜
祭
、
賻
贈
有
加
、
追
封
武
進
侯
、
謚
忠
靖
。
子
冕
襲
伯
爵
」

と
あ
り
、
靖
虜
鎮
に
作
っ
て
い
る
。

（
8
） 
モ
ン
ゴ
ル
人
に
対
す
る
漢
語
の
称
謂
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
土
木
の
変
に
お
け
る
在
華
モ
ン
ゴ
ル
人
の
衛
所
官
軍
に
つ
い
て
」（『
人
文
研
紀

要
』
第
九
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
一
七
六
頁
、
参
照
。

（
9
） 

衛
選
簿
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
世
襲
状
況
を
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
は
古
い
世
襲
記
録
は
内
黄
と
外
黄
か
ら
な
る
黄
簿
を
参
看
し
て

い
る
。
内
黄
と
外
黄
の
中
、
い
ず
れ
を
参
照
し
勘
査
し
た
か
を
示
し
て
い
る
の
が
、「
内
黄
査
有
り
」
あ
る
い
は
「
外
黄
査
有
り
」
と
い
う
文
言

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
黄
簿
の
中
、
内
黄
は
内
庫
の
銅
匱
中
に
収
め
ら
れ
、
外
黄
は
印
綬
監
が
収
掌
し
て
い
た
。『
太
祖
実
録
』
洪
武
五
年
正
月

戊
辰
の
条
、『
万
暦
野
獲
』
巻
五
、
左
右
巻
内
外
黄
、『
菽
園
雑
記
』
巻
一
〇
、
参
照
。

（
10
） 

招
募
に
つ
い
て
は
、 

拙
稿
「
燕
王
軍
の
招
募
と
華
北
の
人
々
―
靖
難
の
役
に
お
け
る
燕
王
軍
兵
力
の
供
給
源
に
関
し
て
―
」（
妹
尾
達
彦
編
著

『
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
都
市
と
社
会
』
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

（
11
） 

武
成
後
衛
は
後
に
茂
陵
衛
に
改
編
さ
れ
た
。
茂
陵
衛
が
付
設
さ
れ
た
陵
墓
は
明
朝
第
九
代
皇
帝
憲
宗
成
化
帝
の
茂
陵
で
あ
る
。
在
位
二
十
三

年
、
寿
四
十
一
で
崩
御
し
た
憲
宗
が
こ
こ
に
葬
ら
れ
た
の
は
、
成
化
二
十
三
年
（
一
四
八
七
）
十
二
月
壬
午
（
十
七
日
）
の
こ
と
で
あ
っ
た

（『
憲
宗
実
録
』
成
化
二
十
三
年
是
月
の
条
）。
武
成
後
衛
が
茂
陵
衛
に
改
編
さ
れ
た
の
は
そ
れ
よ
り
二
ヶ
月
前
の
十
月
十
三
日
で
あ
っ
た
（
同
右

書
、
成
化
二
十
三
年
十
月
己
卯
の
条
）。

（
12
） 

優
給
舎
人
、
新
官
・
旧
官
な
ど
を
含
む
衛
所
の
世
襲
制
度
と
そ
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
代
中
国
の
軍
制
と
政
治
』（
国
書
刊
行
会
、

二
〇
〇
一
年
）
前
編
第
二
部
「
第
五
章　

新
官
と
旧
官
」、「
第
六
章　

借
職
制
」
参
照
。
優
養
制
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
『
明
代
中
国
の
軍

制
と
政
治
』
前
編
第
二
部
「
第
七
章　

優
養
制
」
参
照
。

（
13
） 

故
都
指
揮
僉
事
王
観
童
と
は
、『
太
宗
実
録
』
洪
武
三
十
五
年
十
月
壬
子
の
条
に
、「
神
策
衛
指
揮
同
知
王
観
童
・
驍
騎
右
衛
指
揮
僉
事
梁
北

斗
奴
を
陞
し
て
俱
に
北
平
都
指
揮
僉
事
と
為
し
、
指
揮
僉
事
戴
彬
・
劉
徵
は
俱
に
錦
衣
衛
指
揮
同
知
と
為
す
」
と
さ
れ
て
い
る
神
策
衛
指
揮
同

知
で
靖
難
の
役
後
北
平
都
指
揮
僉
事
に
陞
進
し
た
人
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
14
） 

永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
役
に
関
す
る
衛
選
簿
の
表
記
で
は
、
北
直
隷
の
在
外
衛
所
だ
け
で
な
く
、
親
征
軍
に
編
制
さ
れ
た
親
軍
衛
・
京
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衛
な
ど
の
衛
所
官
軍
の
事
例
に
お
い
て
も
、
阿
魯
台
や
本
雅
失
里
を
殺
敗
し
た
と
い
う
記
述
が
許
多
あ
る
。
そ
れ
は
贅
言
す
る
必
要
も
な
い
こ

と
で
あ
る
が
、
阿
魯
台
や
本
雅
失
里
そ
の
人
を
殺
敗
し
た
と
い
う
意
味
で
な
く
、
阿
魯
台
、
本
雅
失
里
の
軍
兵
を
殺
敗
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
阿
魯
台
は
こ
の
戦
役
か
ら
三
年
後
の
永
楽
十
一
年
（
一
四
一
三
）
七
月
一
日
に
永
楽
帝
か
ら
和
寧
王
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
（『
太
宗
実
録
』

永
楽
十
一
年
七
月
戊
寅
朔
の
条
）。
ま
た
本
雅
失
里
に
つ
い
て
は
永
楽
十
年
（
一
四
一
二
）
五
月
に
、
順
寧
王
馬
哈
木
等
が
知
院
海
答
児
等
を
遣

わ
し
て
「
既
に
本
雅
失
里
は
滅
び
、
そ
の
伝
国
の
璽
を
得
た
の
で
使
い
を
遣
わ
し
て
進
献
し
た
い
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
（
同
右
書
、
永
楽
十

年
五
月
乙
酉
の
条
）。
さ
ら
に
前
掲
『
明
史
』
韃
靼
伝
に
は
、「
十
年
、
馬
哈
木
、
遂
に
本
雅
失
里
を
攻
殺
す
。
復
た
上
言
し
て
故
元
の
伝
国
の

璽
を
献
ぜ
ん
と
欲
す
」
と
あ
り
、
本
雅
失
里
は
永
楽
十
年
（
一
四
一
二
）
オ
イ
ラ
ト
の
馬
哈
木
（
マ
ム
ー
ド
）
に
殺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
の
永
楽
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
親
征
以
後
も
な
お
し
ば
ら
く
命
を
長
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
15
） 

拙
稿
「
燕
王
の
挙
兵
と
燕
山
三
護
衛
―
燕
山
右
護
衛
復
原
の
試
み
―
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
第
六
六
号
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

（
16
） 

拙
稿
「
角
逐
―
燕
王
軍
と
遼
東
軍
」（『
人
文
研
紀
要
』
第
一
〇
〇
号
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

（
17
） 

拙
稿
「
靖
難
の
役
後
の
遼
東
と
燕
王
軍
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
史
学
第
六
七
号
、
二
〇
二
二
年
）
参
照
。

（
18
） 

旧
燕
王
軍
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
の
は
、
遼
東
三
万
衛
の
裴
牙
失
帖
木
児
（
女
真
人
）
と
陝
西
平
涼
衛
の
哈
剌
喏
咄
（
海
羅
県
の
人
）
の
事

例
で
あ
る
。
三
万
衛
の
裴
牙
失
帖
木
児
は
一
貫
し
て
三
万
衛
所
属
で
靖
難
の
役
に
関
わ
る
記
事
は
な
い
（『
三
万
衛
選
簿
』『
明
朝
档
案
』
第
五

五
冊
、
一
三
九
頁
、
裴
承
祖
の
条
）。
ま
た
遼
東
の
諸
衛
が
建
文
軍
に
付
し
て
反
燕
王
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
し
て
も
裴
牙
失
帖
木
児
が
燕
王
軍

で
あ
っ
た
可
能
性
は
皆
無
で
あ
る
（
な
お
靖
難
の
役
期
に
お
け
る
遼
東
軍
の
動
向
に
つ
い
て
は
本
稿
註
16
の
拙
稿
を
参
照
）。
ま
た
平
涼
衛
の
哈

剌
喏
咄
の
場
合
は
「（
洪
武
）
二
五
年
平
涼
衛
中
所
を
襲
ぎ
、
永
楽
八
年
征
に
随
い
て
功
有
り
副
千
戸
に
陞
せ
ら
る
」
と
『
平
涼
衛
選
簿
』（『
明

朝
档
案
』
第
五
六
冊
、
一
八
九
頁
）
に
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
靖
難
の
役
に
関
わ
る
記
述
は
全
く
な
い
。

（
19
） 

『
太
宗
実
録
』
奉
天
靖
難
事
蹟
、
建
文
二
年
正
月
丙
寅
朔
の
条
。

（
20
） 

靖
難
の
役
期
に
燕
王
が
設
置
し
た
私
設
の
衛
所
群
は
、
前
掲
拙
稿
「
燕
王
軍
の
招
募
と
華
北
の
人
々
―
靖
難
の
役
に
お
け
る
燕
王
軍
兵
力
の

供
給
源
に
関
し
て
―
」
参
照
。

（
21
） 

燕
王
府
の
力
士
・
校
尉
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
）「
第
八
章　

靖
難
の
役
と
衛
所
官
1

―
燕
王
麾
下
の
衛
所
官
―
」
参
照
。


